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■この制度の目的 

この要綱は、高齢者、障害者を含めたすべての区民が、安全で、安心し

て、かつ快適に暮らし、又は訪れることができる社会、「だれにとっても

くらしやすいまち」の実現を目的にしています。 

区民にとって身近な共同住宅等の整備にもこの考え方を生かすため、東

京都の福祉のまちづくり条例を補完する形でこの要綱は制定されました。 

建築主の方々、そして区民の皆様には、趣旨にご理解をいただきご協力

をお願いいたします。 

 

 

■対象となる建築物は？ 

延床面積 1,000 ㎡以上 2,000 ㎡未満の共同住宅、寄宿舎およびこれらに

類するものです。 

 

 

■整備の内容は？ 

身体に障害のある人やお年寄りも含め、誰にも住みやすいまち、誰でも

利用しやすい建物にしていくための整備です。 

車イスでも通りやすい出入口、通路、エレベーターや手すりのある階段、

視覚や聴覚にハンデのある人のための点字ブロック、文字、図による案内

などです。 

 

■問い合わせ・届け先 

・東京都北区福祉部 地域福祉課 事業調整係 

〒114－8508 北区王子本町１－１５－２２ 

・電 話 ０３（３９０８）９０８２ 

・ＦＡＸ ０３（３９０８）６６６６ 

ウェブページ http://www.city.kita.tokyo.jp/ 
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「北区福祉のまちづくり」の手続きの流れ 

建 築 主  北 区 

＜事前協議＞ 

事前協議書の提出 

（建築確認申請の 30日前まで） 

 
受理⇒決裁 

受理  確認書の交付 

（建築確認申請） 

確認書の写し 添付 
 

着工 

工事完了 

＜工事完了後＞ 

完了届の提出 

 

受理  

協議に沿って整備されているか審査

（必要に応じて現場確認） 

受理  建築物整備状況判定通知書の交付 

＜標示板請求＞ 

標示板請求書の提出 

※必要な場合 

 

 
受理 

受理 

標示板の建築物への掲示 

 

 

標示板の交付 

※整備要綱に沿った整備がされてい

ることを現場検査にて確認出来た場

合に限る 

                 標示板の例（イメージ） 

 

 

この施設は、身体の不自由な人でも利用しや

すいように配慮されています 

北区 福祉のまちづくり 

主な整備箇所 

敷地内の通路・・・・ 
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「北区福祉のまちづくり」の手続き案内 

 

１ 事前協議 

   建築確認申請の３０日前までに次の書類を提出してください。 

  〈提出書類〉 

   〇福祉のまちづくり整備事前協議書    1 部  

整備項目表、案内図、配置図、各階平面図、立面図を添付してください。 

※協議書、整備項目表は北区のホームページからダウンロードできます。 

 

２ 整備項目表の記入方法 

   記入見本を参照してください。 

※北区のホームページからダウンロードできます。 

 

３ 確認書交付 

   事前協議書を提出いただきましたら、内容を確認のうえ、概ね 1 週間後

に確認書を交付します。連絡がありましたらご来所ください。 

 

４ 変更届 

   事前協議書提出後、設計変更等があった場合は、地域福祉課事業調整係へ

連絡してください。（軽微な変更の場合は連絡の必要はありません。） 

 

５ 完了届 

   工事が完了したら、完了届を提出してください。 

  〈提出書類〉 

   〇福祉のまちづくり整備工事完了届    1 部  

   〇整備項目表       1 部 

（事前協議の際に提出したものと変更がなければ、そのコピーで可） 

      〇最終図面               1 部 

   （事前協議の際に提出したものから変更があれば、記載すること） 

 

６ 完了検査 

   完了届を提出いただきましたら、必要に応じて現場を訪問し、整備状況を

確認します。  

 

７ 標示板の交付 

   完了検査の結果、要綱に沿った整備がされていることが確認された場合、

建築主の請求に基づき「標示板」を交付します。「標示板」は、建物の見や

すいところに掲示していただきます。 
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「北区福祉のまちづくり」整備要綱等のダウンロード 

 

 

→北区ホームページを開く 

→まちづくり・住宅・環境 → 都市計画 

→福祉のまちづくり整備要綱一共同住宅などを建てる時 

→添付ファイル 

△北区福祉のまちづくり整備要綱 手引き 

△北区福祉のまちづくり整備の説明と手続きの流れ図 

△北区福祉のまちづくり整備事前協議書 

△北区福祉のまちづくり整備工事完了届 

△北区福祉のまちづくり整備項目表 

△北区福祉のまちづくり整備項目表（記入見本） 

 

 

問い合わせ先 

地域福祉課 事業調整係 TEL 3908-9082（直通） 
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北区の共同住宅等に関する福祉のまちづくり整備要綱 
 

平成 ８年 ９月１３日区長決裁（８北高福４７９号） 
平成 ８年１２月 ５日一部改正（８北高福７７２号） 
平成１２年１２月２８日一部改正（12 北福地７７４号） 
平成２１年 ９月３日一部改正（21 北福健第 1746 号） 
令和４年２月１８日一部改正（３北福健第２５１９号） 
令和４年７月２１日一部改正（４北福地第１６１９号） 

（目的） 
第 1 条 この要綱は、東京都福祉のまちづくり条例（平成 7 年東京都条例第 33 号。以下

「条例」という。）が適用されない共同住宅、寄宿舎及びこれらに類するもの（以下「共

同住宅等」という。）の整備及び事前協議に関し必要な事項を定め、高齢者や障害者を含

めたすべての区民（高齢者、障害者、子ども、外国人、妊産婦、傷病者その他の年齢、個

人の能力、生活状況等の異なるすべての人をいう。）が、安全で、安心して、かつ、快適

に暮らし、又は訪れることができる社会の実現を図るよう、建築主の理解と協力を得て整

備を促進することにより、住みよいまちをつくることを目的とする。 
（対象建築物） 
第 2 条 対象とする建築物は、東京都北区内の建築物（以下「対象建築物」という。）とし、

延床面積が１,０００㎡以上２,０００㎡未満の共同住宅等とする。 
（整備基準） 
第 3 条 第 1 条に規定する目的を達成するための整備基準は、条例施行規則（平成８年東

京都規則第１６９号）別表第４の規定を準用する。 
２ 整備基準に適合させる対象建築物の整備箇所は、別表第 1「福祉のまちづくり整備基準

適用表」（以下「適用表」という。）のとおりとする。 
（事業の推進） 
第 4 条 共同住宅等の建築主は、第 1 条に規定する目的を達成するよう前条に規定する整

備基準にしたがい、整備に努めるものとする。 
２ 建築主は、前項の規定にかかわらず共同住宅等の位置、土地の形状その他整備基準を適

用することが特に困難と区長が認める場合は、補助手段の採用又は代替措置を講ずるこ

とができるものとする。 
（指導及び助言） 
第 5 条 区長は、建築主から福祉のまちづくりの整備に関する相談を受けたときは、整備

基準及び適用表に基づき指導及び助言を行うものとする。 
（事前協議） 
第 6 条 建築主は、対象建築物を新築し、増築し、又は改築しようとする場合には、その計

画について区長と事前協議を行わなければならない。 
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２ 前項に規定する事前協議を行う場合においては、原則として建築基準法（昭和２５年法

律第２０１号）第６条第 1 項に規定する建築確認の申請を行う３０日前までに「福祉の

まちづくり整備事前協議書（別紙第 1 号様式）」に整備計画及び整備箇所を明らかにした

図面を添付して区長に提出するものとする。 
（確認書の交付） 
第 6 条の 2 区長は、前条の規定に基づく事前協議があった場合において、協議内容を適当

と認めるときは、「福祉のまちづくり整備事前協議確認書（別紙第 2 号様式）」を建築主に

交付するものとする。 
（完了の届出および確認） 
第 7 条 建築主は、工事が完了した時に、「福祉のまちづくり整備完了届（別紙第 3 号様式）」

を区長に提出しなければならない。 
２ 区長は、届け出を受理したときは事前協議のとおり整備されているかどうか速やかに

確認し、その結果を「建築物整備状況判定通知書（別紙第 4 号様式）」により建築主に通

知するものとする。 
（標示板の交付） 
第 8 条 区長は、この要綱に基づき整備を行った対象建築物の建築主から「標示板請求書

（別紙第 5 号様式）」により請求があったときは、当該建築主に対し、高齢者や障害者を

含めたすべての区民が容易に建築物を利用することができる旨記載した「標示板（別紙第

6 号様式）」を交付しなければならない。 
２ 「標示板」の交付を受けた建築主は、当該建築物の見やすい位置に「標示板」を設置す

るものとする。 
（周知及び啓発） 
第 9 条 区長は、福祉のまちづくりの整備状況について、区民に周知するため必要な措置

を講ずるものとする。 
２ 区長は、前項によるもののほか、福祉のまちづくりの整備について、区民その他関係者

に対し、理解と普及に努めるものとする。 
（その他） 
第 10 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

付 則 
１ この要綱は、平成８年９月１５日から施行する。 
２ 北区福祉のまちづくり整備要綱（平成元年１２月１日区長決裁。次項において「旧要綱」

という。）は廃止する。 
３ 北区福祉のまちづくり整備助成要綱（平成３年３月３０日区長決裁）第 1 条で引用す

る旧要綱第 7 条第 1 項別表１掲げる建築物についての規定は、前項にかかわらず、平成

９年３月３１日までの間、なおその効力を有する。 
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４ 改正 平成１３年１月１日（12 北福地第 774 号 平成１２年１２月２８日区長決裁） 
     ［共同住宅の延床面積の変更］ 

付 則（21 北福健第 1746 号 平成２１年９月３日区長決裁） 
この要綱は、平成２１年１０月１日から施行する。［共同住宅等の対象建築物の変更］ 
付 則（３北福健第２５１９号 令和４年２月１８日副区長決裁） 
この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
付 則（４北福地第１６１９号 令和４年７月２１日区長決裁） 
この要綱は、令和４年８月１日から施行する。 
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   別表第１（第3条関係）

整　　備　　項　　目 適用基準

１　特定経路等 ◎

２　出入口 ◎

３　廊下等 ○

 ４　階段 ○

  ５　傾斜路 △

 ６　エレベ-タ-及びその乗降ロビ- ○

７　特殊な構造又は使用形態のエレベ-タ-その他の昇降機 △

８　便所 △

９　浴室等 △

     10　敷地内の通路 ◎

  11　駐車場 △

12　標識 △

13　案内設備 △

14　案内設備までの経路 △

15　公共的通路 △

　 凡　例

◎印は特に配慮するもの

○印は配慮するもの

△印は設置する場合、状況に応じて配慮するもの
　

福祉のまちづくり整備基準適用表

※「１１ 駐車場」は、車いす使用者用駐車場を状況に応じて設置すると
　　いうことであり、一般の駐車場については「北区居住環境整備指導
　　要綱」などにより、用途地域及び戸数に応じて設置義務が課せられ
　　ています。
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Ⅱ　 共同住宅等　 　
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Ⅱ 

共同住宅等

１章
　

建 

築 

物 

編

建築物編（ 共同住宅等）1 9 6

①特定経路等

【 基本的考え方】

共同住宅等の敷地の接する道等から 各住戸に至る経路のう ちそれぞれ 1 以上の経路を、 多数の

者が円滑に利用でき る経路と する。 また、 各住戸から 車椅子使用者用駐車施設に至る経路のう ち

それぞれ 1 以上の経路についても 、 多数の者が円滑に利用でき る経路と する。

■整備基準（ 規則で定めた基準）

整備基準（ 遵守基準） 整備基準（ 努力基準）

[1 ]  共同住宅等においては、 道等から 各住戸（ 地上階又は

その直上階若し く は直下階のみに住戸がある 共同住宅等

にあっ ては、 地上階にある も のに限る 。 以下同じ 。） まで

の経路のう ち １ 以上を 、 多数の者が円滑に利用でき る 経

路（ 以下こ の表において「 特定経路」 と いう 。） にし なけ

ればなら ない。

[1 ]  共同住宅等においては、 道等から 各住戸までの経路の

う ち １ 以上及び各住戸から 車椅子使用者用駐車施設ま で

の経路のう ち １ 以上を 、 多数の者が円滑に利用でき る 経

路（ 以下こ の表において「 特定経路等」 と いう 。） にし な

ければなら ない。

[2 ]  共同住宅等に、 多数の者が利用する 居室、 車椅子使用

者用便房又は車椅子使用者用駐車施設を 設ける 場合にお

いては、 別表第５ のう ち 移動等円滑化経路等に係る 規定

を 適用する 。 こ の場合において、 同表のう ち 移動等円滑

化経路等に係る 規定の適用を 受けた特定経路と なる べき

経路又はその一部については、 こ の表の規定は適用し な

い。

[2 ]  共同住宅等に、 不特定若し く は多数の者が利用し 、 又は

主と し て高齢者、 障害者等が利用する居室等、 だれでも ト

イ レ 又は車椅子使用者用駐車施設を 設ける 場合において

は、 別表第３ のう ち 移動等円滑化経路等に係る 規定を 適

用する。 こ の場合において、 同表のう ち移動等円滑化経路

等に係る 規定の適用を 受けた特定経路等と なる べき 経路

又はその一部については、 こ の表の規定は適用し ない。

[3 ]  特定経路上には、 階段又は段を 設けないこ と 。 ただし 、

傾斜路又はエレ ベータ ーその他の昇降機を 併設する 場合

は、 こ の限り でない。

[3 ]  特定経路等上には、階段又は段を 設けないこ と 。ただし 、

傾斜路又はエ レ ベータ ーその他の昇降機を 併設する 場合

は、 こ の限り でない。

①特定経路等
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Ⅱ 

共同住宅等

１章
　

建 

築 

物 

編

建築物編（ 共同住宅等） 1 9 7

①特定経路等

■整備基準の解説

[1] 特定経路等 ●　 道等から 特定少数の者が利用する 居室である 共同住宅等の各住戸までの経路

のう ち 1 以上を、多数の者が円滑に利用でき る経路（ 特定経路） と し て整備する。

●　 地上階又はその直上階のみに住戸がある 場合や、 地上階又はその直下階のみ

に住戸がある場合は、 地上階にある各住戸までを特定経路と する。

○　 地上階又はその直上階のみに住戸がある 場合や、 地上階又はその直下階のみ

に住戸がある場合においても 、 すべての各住戸までの経路が特定経路等と なる。

○　 共同住宅等の各住戸から 車椅子使用者用駐車施設までの経路のう ち 1 以上を、

多数の者が円滑に利用でき る 経路（ 特定経路を 含め、 特定経路等） と し て整備

する。

→【 図1 .1 】 参照

[2 ] 移動等円滑

　 化経路等の

　 適用

●　 集会室など居住者が共用で利用する居室等、 共用便所（ 車椅子使用者用便房、

だれでも ト イ レを備えたも の）、 車椅子使用者用駐車施設がある場合は、 道等か

ら 集会室などの利用居室等までの経路や共用便所から 集会室などの利用居室等

（ 利用居室等がない場合は、 道等） までの経路は、 建築物（ 共同住宅等以外） の

整備基準の移動等円滑化経路等と なる。

●　 特定経路等が移動等円滑化経路等と 重複する 場合は、 特定経路等の基準は適

用し ない。

[3 ] 段差の禁止 ●　 特定経路等上には、 階段や段差を 設けないこ と が原則と なる。 そのため、 特

定経路等上に階段や段差がある場合には、 特定経路等の基準に適合し た傾斜路、

エレベータ ーその他の昇降機を必ず併設する必要がある。

→【 図1 .2 】 参照
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【 基本的考え方】

住棟の出入口や各住戸の出入口は、 道等から 各住戸への動線上にあたるので、 多数の者が円滑

に利用できるよう 整備する必要がある。 また、 特定経路等以外の屋外へ通ずる出入口についても 、

1 以上を、 多数の者が安全かつ円滑に利用できるよう 整備する。

■整備基準（ 規則で定めた基準）

整備基準（ 遵守基準） 整備基準（ 努力基準）

ー [1 ]  多数の者が利用する 屋外へ通ずる 出入口（ 特定経路等

を 構成する 直接地上へ通ずる 出入口の１ を 除く 。） の１ 以

上は、 次に掲げる も のでなければなら ない。

ー ⑴　 幅は、 8 5cm 以上と するこ と 。

ー ⑵　 戸を設ける場合には、 自動的に開閉する構造その他の

車椅子使用者が容易に開閉し て通過できる構造と し 、 か

つ、 その前後に高低差がないこ と 。

特定経路を 構成する出入口は、 次に掲げるも ので

あるこ と 。

[2 ]  特定経路等を構成する出入口は、 次に掲げるも のである

こ と 。

[1 ]  幅は、 8 0 cm 以上と する こ と 。 ⑴　 幅は、 85 cm 以上と する こ と （ (2 ) に掲げる も の並

びにエレ ベータ ーの籠及び昇降路の出入口に設けら れ

るも のを 除く 。）。 ただし 、 構造上やむを 得ない場合は、

8 0cm 以上と するこ と ができる。

ー ⑵　 直接地上へ通ずる出入口の幅は、 100 cm 以上と する

こ と 。 ただし 、 構造上やむを 得な い場合は、 85 cm 以

上と するこ と ができる。

[2 ]  戸を 設ける 場合には、 自動的に開閉する 構造その他の

車椅子使用者が容易に開閉し て通過でき る 構造と し 、 か

つ、 その前後に高低差がないこ と 。

⑶　 同左

■整備基準の解説

●　 共同住宅等に移動等円滑化経路等がある場合は、建築物（ 共同住宅等以外）の「 ②

出入口」 の移動等円滑化経路等に係る基準が適用さ れる。

有効幅 ●　 特定経路上にある出入口の有効幅は 8 0 cm 以上と する。

○　 特定経路等上にある出入口の有効幅は 8 5 cm 以上と する。ただし 、エレ ベータ ー

の籠及び昇降路の出入口は除く 。

○　 直接地上へ通ずる出入口の有効幅は 1 0 0 cm 以上と する。

○　 構造上やむを 得ない場合と は、 敷地や建物の規模が小さ く 、 当該出入口を 一度

に多く の人が利用する可能性が少ない場合で周囲に車の通行等の危険がなく 、 扉

の開閉にも 安全な配慮がなさ れている場合のこ と である。

○　 屋外へ通ずる 出入口が 2 つ以上ある建築物において、 特定経路等上にある 直接

地上へ通ずる出入口が 1 つのみの場合は、 当該出入口以外の屋外へ通ずる出入口

のう ち 1 以上の出入口の有効幅は、 8 5 cm 以上と する。

●　 幅は、 開放時の有効幅と する。 開き 戸の場合は戸を開けた状態での幅（ 戸厚を

含めない幅） と し 、 引き 戸の場合は引き 残し を含めない幅と する。 また、 両開き

の場合は、 片側の戸のみの開放時の有効幅と する。

●　 設計にあたっ ては、 ド アの開閉機構を 考慮し たう えで、 開口寸法、 ド ア寸法な

どを決定する。

→【 図2 .1 】 参照

→【 図2 .2 】 参照

②出入口
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戸 ●　 開閉動作の難易度から みると 、 引き 戸のほう が開き 戸より 容易である。

　 　 一般に推奨さ れている順位と し ては、 ①自動式引き 戸、 ②手動式引き 戸の順で

ある。

●　 自動式開き戸は、 突然に開いたド アに衝突する危険があるので配慮を要する。

●　 引き 戸は軽い力で開閉できるも のと する。

●　 廊下等に向かっ て開く 戸を設ける 場合には、 当該戸の開閉によ り 高齢者、 障害

者等の通行の安全上支障がないよう 、 戸幅以上のアルコ ーブを設ける など必要な

措置を講ずる。

●　 車椅子使用者の開閉時の動作を考慮し て、 袖壁と 開閉スペースを確保する。

●　 ド アチェ ッ ク を設ける場合は、 開閉速度が調節でき るも のがよい。

●　 ド アハンド ルは、 車椅子使用者や子ども にも 使いやすい高さ に設け、 使いやす

い形状と する。 また、 握り 玉は上肢や手に障害のある人が使いにく いので避ける。

●　 出入口マッ ト は埋込式と する。 ハケ状のも のは足を取ら れたり 、 車椅子のキャ

スタ ーが沈み込んだり し て通行の支障と なり やすいので用いない。

●　 回転ド アは基本的に車椅子での利用は困難であり 、 視覚障害者や歩行困難者も

危険が伴いやすいため設けない。 気密性の関係から やむを得ず回転ド アを 設ける

場合は、 それ以外の形式の扉を特定経路等の出入口と し て併設し 、 視覚障害者の

誘導にも 十分配慮する。

●　 自動ド アの起動装置は、 視覚障害者、 車椅子使用者等の通行に支障なく 作動す

るよう 配慮する。

●　 戸の前後には、 1 5 0 cm 以上の水平部分を 設ける。 ただし 、 床面積の合計が

5 0 0 ㎡以下の共同住宅等で、 敷地の形状によ り 1 5 0 cm 以上の水平部分を 設ける

こ と が困難なと き は、 最低限車椅子使用者が止まっ て戸を開閉でき る 水平スペー

スを設ける。

→【 図2 .3 】 参照

→【 図2 .4 】 参照

→【 図2 .5 】

　 【 図2 .6 】 参照

→【 図2 .7 】 参照

→【 図2 .8 】 参照

その他の

　 注意事項

●　 外部出入口の周辺は雨掛り や、 傘の持込み等により 濡れる可能性が大き いので、

水分が付着し た状態でも 滑り にく い仕上げ、 材料を選択する。

●　 外部出入口の建具は雨仕舞の関係から 多少の段差が生じ てく る場合があり 、 そ

の際にはすり つけを設ける等、 車椅子使用者の通行に支障と なら ない配慮を行う 。

→2cm 以下の段差

　 は許容
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■望まし い整備

建築物（ 共同住宅等以外） の望まし い整備に準ずる。 P5 1 参照

－出入口幅の比較－

出入口の種類 遵守基準 努力基準 望まし い整備 整備項目

特定経路等

直接地上へ通ずる出入口 8 0 cm 以上 100cm 以上（ ※） 1 2 0 cm 以上 ②出入口

エレベータ ーの籠及び昇降路の出入口 8 0 cm 以上 8 0 cm 以上 9 0 cm 以上
⑥エレベータ ー及び

　 その乗降ロビー

上記以外の特定経路等上にある出入口 8 0 cm 以上 8 5 cm 以上 9 0 cm 以上 ②出入口

一般基準 屋外へ通ずる出入口 ― 8 5 cm 以上 1 2 0 cm 以上 ②出入口

浴室又はシャ ワー室の出入口 8 5 cm 以上 8 5 cm 以上 9 0 cm 以上 ⑨浴室又はシャ ワー室

（ 注） 移動等円滑化経路等上の出入口幅については P5 2 を参照のこ と 。

（ ※） 構造上やむを得ない場合は 8 5 cm 以上と するこ と ができ る。
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③廊下等

【 基本的考え方】

廊下等は、 高齢者、 障害者等の利用を 配慮し て整備し た住棟の出入口から 、 共同住宅等内を 円

滑に利用するための最も 重要な部分であり 、 最低限車椅子使用者と 歩行者がすれ違う こ と ができ 、

車椅子使用者が転回でき るだけの幅が必要と なる。

■整備基準（ 規則で定めた基準）

整備基準（ 遵守基準） 整備基準（ 努力基準）

[1 ]  多数の者が利用する 廊下等は、 次に掲げる も のでなけ

ればなら ない。

[1 ]  同左

⑴　 表面は、 粗面と し 、 又は滑り にく い材料で仕上げるこ

と 。

⑴　 同左

ー ⑵　 階段の上下端に近接する 廊下等の部分には、 視覚障

害者に対し 段差の存在の警告を行う ために、 点状ブロッ

ク 等を敷設するこ と 。

[2 ]  特定経路を 構成する 廊下等は、[1 ] に掲げる も ののほか、

次に掲げるも のである こ と 。

[2 ]  特定経路等を 構成する 廊下等は、 [1] に掲げるも ののほ

か、 次に掲げるも のであるこ と 。

⑴　 幅は、 12 0 cm 以上と するこ と 。 ⑴　 幅は、 14 0cm 以上と するこ と 。 ただし 、 構造上やむ

を 得ない場合は、 120 cm 以上と するこ と ができ る。 こ

の場合、 5 0 ｍ以内ごと に車椅子の転回に支障がない場

所を設けるこ と 。

⑵　 5 0 ｍ以内ごと に車椅子の転回に支障がない場所を 設

けるこ と 。

⑶　 戸を設ける場合には、 自動的に開閉する構造その他の

車椅子使用者が容易に開閉し て通過できる構造と し 、 か

つ、 その前後に高低差がないこ と 。

⑵　 同左

③廊下等
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■整備基準の解説

◆一般基準

⑴床面 ●　 滑り にく く 、 転倒し ても 衝撃の少ない床材料を使用する。 カ ーペツ ト の場合は

毛足の長いも のは避け、 他の材料の部分と 同一レ ベルと なるよう に敷き 込む。

●　 特に表面が濡れるおそれがある部分は、 仕上げに配慮する。

⑵点状ブロ

　 　 ッ ク 等

○　 視覚障害者に階段の位置を知ら せるためのも のである。

○　 階段の上下端に近接する部分には点状ブロッ ク 等を敷設する。

→P36・ 3 7  参照

◆特定経路等

●　 共同住宅等に移動等円滑化経路等がある場合は、建築物（ 共同住宅等以外）の「 ③

廊下等」 の移動等円滑化経路等に係る基準が適用さ れる。

●　 床面には段差を設けないこ と 。

⑴有効幅 ●　 歩行者が横向き になっ て、 車椅子使用者と すれ違える幅が 1 2 0 cm である。

○　 歩行者が横向き になら ず、 車椅子使用者と すれ違える幅が 1 4 0 cm である。

●　 幅のと り 方については、 手すり 等を設置する場合はその内法有効寸法である。

→【 図3 .1 】

　 【 図3 .2 】 参照

⑵転回

　 スペース

●　 廊下等の幅を 1 2 0 cm 以上と し た場合は、 5 0 m 以内ご と に車椅子が転回でき

るスペース（ おおよそ 1 7 0 cm × 1 4 0 cm 角以上） を設ける。

⑶戸 ●　「 ②出入口」 の整備基準の解説「 戸」 を準用する。

■望まし い整備

建築物（ 共同住宅等以外） の望まし い整備に準ずる。 → P58 参照
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④階段

【 基本的考え方】

階段は、 高齢者、 杖使用者、 視覚障害者等の安全かつ円滑な通行に配慮し た構造と する。

■整備基準（ 規則で定めた基準）

整備基準（ 遵守基準） 整備基準（ 努力基準）

[1 ]  多数の者が利用する 階段は、 次に掲げる も のでなけれ

ばなら ない。

[1 ]  同左

⑴　 段がある部分に、 手すり を設けるこ と 。 ⑴　 踊り 場を含めて、 手すり を設けるこ と 。

⑵　 表面は、 粗面と し 、 又は滑り にく い材料で仕上げるこ

と 。

⑵　 同左

⑶　 踏面の端部と その周囲の部分と の色の明度、 色相又

は彩度の差が大きいこ と により 段を容易に識別できるも

のと するこ と 。

⑶　 同左

⑷　 段鼻の突き 出し その他のつまずき の原因と なる も の

を設けない構造と するこ と 。

⑷　 同左

ー ⑸　 段がある 部分の上下端に近接する 踊り 場の部分には、

視覚障害者に対し 警告を行う ために、 点状ブロッ ク 等を

敷設するこ と 。 ただし 、 当該踊り 場が 2 50 cm 以下の直

進のも のである場合においては、 こ の限り でない。

⑸　 主たる階段は、 回り 階段でないこ と 。 ただし 、 回り 階

段以外の階段を 設ける 空間を 確保する こ と が困難であ

ると きは、 こ の限り でない。

⑹　 同左

[2 ]  多数の者が利用する階段のう ち １ 以上は、 [1 ] に掲げる

も ののほか、 次に掲げる も のでなければなら ない。

[2 ]  同左

⑴　 踊り 場に手すり を設けるこ と 。 ⑴　 踊り 場を含めて、 両側に手すり を設けるこ と 。

⑵　 けあげの寸法は 18 cm 以下、 踏面の寸法は 2 6 cm 以

上と するこ と 。

⑵　 同左

⑶　 階段の幅（ 当該階段の幅の算定に当たっ ては、 手すり

の幅は 10cm を 限度と し て、 ないも のと みなす。） は、

12 0cm 以上と するこ と 。

⑶　 同左

[3 ]  [2 ] の規定は、 別表第５ の６ の項に定める 基準を 満たす

エ レ ベータ ー及びその乗降ロ ビ ーを 併設する 場合には、

適用し ない。 ただし 、 主と し て高齢者、 障害者等が利用

する 階段については、 こ の限り でない。

[3 ]  [2 ] の規定は、 別表第３ の６ の項に定める基準を 満たす

エ レ ベータ ー及びその乗降ロ ビ ーを 併設する 場合には、

適用し ない。 ただし 、 主と し て高齢者、 障害者等が利用

する 階段については、 こ の限り でない。

④階段
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④階段

■整備基準の解説

◆階段

⑴手すり ●　 手すり は片麻痺者等の利用を考慮すると 、 階段の両側に連続し て設ける こ と が

基本であるが、 構造上困難な場合には、 少なく と も 片側に設ける。

●　 段がある部分には、 手すり を 設ける。 階段のう ち 1 以上は、 踊り 場にも 連続し

て手すり を設ける。

○　 踊り 場を含め、 手すり を設ける。 階段のう ち 1 以上は、 踊り 場も 含め両側に連

続し て手すり を設ける。

●　 手すり は断面が円形又は楕円形と し 、壁面から 4 ～5 cm 程度の空き を確保する。

こ の空き 寸法は、 手すり と 壁の間に手が滑り 込まないで、 し かも 手すり を つかみ

やすいも のと するのに必要な寸法である。

→【 図4 ,1 】

　 【 図4 .2 】 参照

→【 図2 7 .1】 参照

⑵床面 ●　 階段の床面仕上げは、 滑り にく いも のと する。 特に表面が濡れるおそれがある

部分は、 仕上げに配慮する。

→P36・ 3 7参照

⑶踏面 ●　 段鼻に滑り 止めを設ける こ と が有効である が、 滑り 止めは金属製のも のは杖が

滑るので避け、 踏面及びけこ み板の面と そろえてつまずきにく い構造と する。

●　 踏面は、 段鼻（ 滑り 止め） の色と 明度の差が大き い色と する 等によ り 、 段を 識

別し やすいも のと する。

⑷形状 ●　 けこ みは 2 cm 以下と する。

●　 けこ み板は杖や足の落ち込みを防止するために必ず設ける。

●　 段鼻を突き出すと つま先がひっ かかり やすいので、 突き出し は設けない。

●　 杖の転落を防止するために、 立ち上がり （ 2 cm 以上） を設ける。

→【 図4 .3】 参照

→【 図4 .4】 参照

→【 図4 .5】 参照

⑸点状

ブロッ ク 等

○　 視覚障害者に階段の位置を知ら せるためのも のである。

○　 段がある部分の上下端に近接する踊り 場の部分に点状ブロッ ク 等を敷設する。

○　 ただし 、 踊り 場の長さ が 2 5 0 cm 以下の直進のも のである場合は、 こ の限り で

ない。

○　 階段の上下端に近接する 廊下等の部分に敷設する 点状ブ ロ ッ ク 等については

「 ③廊下等」 において規定し ている。

○　 点状ブロ ッ ク 等は、 視覚障害者が手すり 付近を 歩く 際にも 踏み外さ ないよ う 、

階段の幅いっ ぱいに敷設する。

→P36・ 3 7参照

⑹回り 階段 ●　 主たる階段は、 回り 階段と はし ない。 ただし 、 増築等で既存の回り 階段以外の

階段を新たに設けるこ と が構造上困難である場合等はこ の限り でない。

→【 図4 .6】 参照

その他の

　 注意事項

●　 階段下側の天井やさ さ ら 桁が低く なる部分では、 視覚障害者等がぶつかる危険

がある ため、 柵やベン チ、 植栽、 点状ブロッ ク 等を適切に配置するなどの安全に

配慮し た措置を講じ る。

→【 図4 .7】 参照

◆階段のう ち 1  以上

⑵形状 ●　 けあげの寸法は 1 8 cm 以下と し 、 踏面の寸法は 2 6 cm 以上と し 、 同一の階段

においては同一寸法を原則と する。

→【 図4 .3】 参照

⑶戸 ●　 歩行困難者が円滑に通行でき る幅は 1 2 0 cm 以上と なっ ている。
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◆除外規定

除外規定 ●　 [2 ] の規定は、建築物（ 共同住宅等以外） の整備基準における ｢⑥エレ ベータ ー

及びその乗降ロビー｣ を併設する場合には、適用し ない。 ただし 、主と し て高齢者、

障害者等が利用する階段には適用する。

→籠の奥行き

　 13 5 cm  以上の

エレベータ ー

■望まし い整備

建築物（ 共同住宅等以外） の望まし い整備に準ずる。 →P64参照

④階段
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④階段
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　 段鼻の位置を分かり やすく するため滑り 止め部分、
けこ みの先端部は目立つ色をつける等の工夫をする

滑り 止めを設置

滑り 止め
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⑤階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路

【 基本的考え方】

設計上段差が生じ るのをどう し ても 避けら れない場合がある。 し かし 、 車椅子使用者は 1 段で

も 段差があると 前進するこ と ができ なく なるので、 傾斜路を 設ける。 傾斜路は、 車椅子使用者は

も と より 高齢者やベビーカ ーの通行などにも 有効なも のである。 なお、 こ の項目では屋内の傾斜

路について規定し ている。

■整備基準（ 規則で定めた基準）

整備基準（ 遵守基準） 整備基準（ 努力基準）

[1 ]  多数の者が利用する 傾斜路（ 階段に代わり 、 又はこ れ

に併設する も のに限る 。） は、 次に掲げる も のでなければ

なら ない。

[1 ]  同左

⑴　 勾配が 1/12 を 超え、 又は高さ が 16cm を 超える 傾

斜がある部分には、 手すり を設けるこ と 。

⑴　 手すり を設けるこ と 。

⑵　 表面は、 粗面と し 、 又は滑り にく い材料で仕上げるこ

と 。

⑵　 同左

⑶　 その前後の廊下等と の色の明度、 色相又は彩度の差

が大きいこ と により その存在を容易に識別できるも のと

するこ と 。

⑶　 同左

[2 ]  特定経路を 構成する 傾斜路（ 階段に代わり 、 又はこ れ

に併設する も のに限る 。） は、 [1 ] に掲げる も ののほか、

次に掲げるも のである こ と 。

[2 ]  特定経路等を構成する傾斜路（ 階段に代わり 、 又はこ れ

に併設するも のに限る。） は、 [1 ] に掲げるも ののほか、 次

に掲げるも のであるこ と 。

⑴　 幅は、 階段に代わるも のにあっ ては 12 0 cm 以上、 階

段に併設するも のにあっ ては 9 0cm 以上と するこ と 。

⑴　 同左

⑵　 勾 配 は、 1/12 を 超 え な い こ と 。 た だ し 、 高 さ が

16 cm 以下のも のにあっ ては、 1/8 を超えないこ と 。

⑵　 同左

⑶　 高さ が 75 cm を 超える も のにあっ ては、 高さ 7 5cm

以内ごと に踏幅が 15 0cm 以上の踊り 場を設けるこ と 。

⑶　 同左

⑷　 両側に側壁又は立ち上がり を設けるこ と 。 ⑷　 同左

⑸　 傾斜路の始点及び終点には、 車椅子が安全に停止す

るこ と ができる平坦な部分を設けるこ と 。

⑸　 同左

⑤階段に代わり 、 はこ れに併設する傾斜路又
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⑤階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路

■整備基準の解説

◆一般基準

⑴手すり ●　 手すり は、 歩行困難者にと っ て歩行の補助になる。 勾配が 1 /1 2 を 超え、 又は

高さ が 1 6 cm を超える傾斜がある部分には、 手すり を設ける。

●　 手すり は、 片麻痺者等の利用を 考慮する と 両側に設ける こ と が基本と なる が、

構造上やむを得ない場合は、 少なく と も 片側に設ける。

〇　 手すり は、 勾配や高さ に関係なく 、 すべての傾斜路に設ける。

→【 図5 .1 】 参照

⑵床面 ●　 勾配が急になると 、 車椅子はスリ ッ プし て昇降でき なく なる。 し たがっ て、 傾

斜路の表面は滑り にく い材料や仕上げを 選択する 必要があり 、 特に表面が濡れる

おそれがある部分は、 仕上げに配慮する。

⑶傾斜部分 ●　 傾斜のある 部分は、 平坦部の色と 明度の差の大き い色と するこ と 等によ り 、 こ

れら と 識別し やすいも のと する。

◆特定経路等

●　 共同住宅等に移動等円滑化経路等がある場合は、建築物（ 共同住宅等以外）の「 ⑤

階段に代わり 、 又はこ れに併設する傾斜路」 の移動等円滑化経路等に係る 基準が

適用さ れる。

⑴有効幅 ●　 歩行者が横向き になっ て、車椅子使用者と すれ違える幅は、1 2 0 cm 以上である。

●　 階段を併設する場合は、 車椅子使用者と 歩行者と が傾斜路内においてすれ違う

機会が少ないため 9 0 cm 以上と するこ と ができ る。

→【 図5 .2 】 参照

⑵勾配 ●　 車椅子使用者が自力で傾斜路を上るには相当な腕力を必要と する。 車椅子使用

者が自力で上るこ と ができ る傾斜路の勾配は、 1 /1 2 以下である。

⑶踊り 場 ●　 長く て急な傾斜路では昇降の途中で休憩スペースが必要と なる。 し たがっ て、

長い傾斜路では 9 m ごと に長さ 1 5 0 cm 以上の踊り 場の設置を 求める こ と と し て

いる（ こ の間隔を勾配 1 /1 2 で高さ に換算すると 7 5 cm と なる｡）。

●　 車椅子使用者が安全に転回するためには水平な踊り 場が必要である。

→【 図5 .3 】 参照

⑷立ち

　 上がり

●　 車椅子の脱輪などを防止するため、 両側に側壁又は 3 5 cm 以上の立ち上がり を

設ける。 ただし 、 手すり を設ける場合は、 5 cm 以上と するこ と ができ る。

⑸平坦部 ●　 傾斜路の始点、 終点、 曲がり 部分、 折り 返し 部分及び他の通路と の交差部分に

も 1 5 0 cm 以上の平坦部を設ける。

■望まし い整備

建築物（ 共同住宅等以外） の望まし い整備に準ずる。 →P71参照
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踊り 場

【 図5. 3】 踊り 場の設置例
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⑥エレベーター及びその乗降ロビー

【 基本的考え方】

エレベータ ーは高齢者、障害者等の垂直移動手段と し て最も 有効なも のである。エレベータ ーは、

だれも が容易に認識でき 、 利用し やすい場所に設ける。 また、 籠及び乗降ロビーの構造は、 車椅

子使用者、 視覚障害者等に配慮し たも のと する。

■整備基準（ 規則で定めた基準）

整備基準（ 遵守基準） 整備基準（ 努力基準）

特定経路を 構成する エレ ベータ ー（ ７ の項に規定する

も のを 除く 。 以下こ の項において同じ 。） 及びその乗降ロ

ビーは、 次に掲げるも のである こ と 。

特定経路等を 構成する エレ ベータ ー（ ７ の項に規定す

る も のを 除く 。 以下こ の項において同じ 。） 及びその乗降

ロ ビ ーは、 次に掲げる も のであるこ と 。

[1 ]  籠は、 各住戸、 車椅子使用者用便房又は車椅子使用者

用駐車施設がある 階及び地上階に停止する こ と 。

[1 ]  籠は、 多数の者が利用する階に停止するこ と 。

[2 ]  籠及び昇降路の出入口の幅は、 8 0 cm 以上と する こ と 。 [2 ]  同左

ー [3 ]  籠の内部については、 次に掲げる も のと する こ と 。 た

だし 、 車椅子で利用でき る 機種を 採用する 場合は、 こ の

限り でない。

[3 ]  籠の奥行き は、 1 1 5 cm 以上と する こ と 。 ⑴　 奥行きは、 13 5cm 以上と するこ と 。

ー ⑵　 幅は、 14 0cm 以上と するこ と 。

ー ⑶　 車椅子の転回に支障がない構造と するこ と 。

[4 ]  乗降ロ ビ ーは、 高低差がないも のと し 、 その幅及び奥

行き は、 1 5 0 cm 以上と するこ と 。

[4 ]  乗降ロ ビ ーは、 高低差がないも のと し 、 その幅及び奥

行き は、1 5 0 cm 以上と する こ と 。 また、当該エレ ベータ ー

付近に階段等を 設ける 場合には、 利用者の安全を 確保す

る ため、 乗降ロビ ーに転落防止策を 講ずる も のと する 。

[5 ]  籠内及び乗降ロ ビ ーには、 車椅子使用者が利用し やす

い位置に制御装置を設けるこ と 。

[5 ]  籠内及び乗降ロ ビ ーには、 車椅子使用者が利用し やす

い位置に制御装置を 設ける こ と 。 また、 次に掲げる 方法

によ り 視覚障害者が円滑に操作でき る 構造の制御装置（ 車

椅子使用者が利用し やすい位置及びその他の位置に制御

装置を 設ける 場合にあっ ては、 当該その他の位置に設け

る も のに限る 。） を 設けるこ と 。

⑴　 文字等の浮き 彫り

⑵　 音によ る 案内

⑶　 点字及び (1 ) 又は (2 ) に類するも の

[6 ]  籠内に、 籠が停止する 予定の階及び籠の現在位置を 表

示する 装置を 設けるこ と 。

[6 ]  籠内に、 籠が停止する 予定の階及び籠の現在位置を 表

示する 装置を 設ける こ と 。 また、 籠が到着する 階並びに

籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を 音声によ り 知ら せる

装置を 設ける こ と 。

[7 ]  乗降ロ ビ ーに、 到着する 籠の昇降方向を 表示する 装置

を設ける こ と 。

[7 ]  乗降ロ ビ ーに、 到着する 籠の昇降方向を 表示する 装置

を 設ける こ と 。 また、 籠内又は乗降ロ ビ ーに、 到着する

籠の昇降方向を音声により 知ら せる 装置を 設けるこ と 。

ー [8 ]  その他高齢者、 障害者等が支障なく 利用でき る 構造と

する こ と 。

⑥エレベータ ー及びその乗降ロビー
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⑥エレベーター及びその乗降ロビー

■整備基準の解説

●　 共同住宅等に移動等円滑化経路等がある場合は、建築物（ 共同住宅等以外） の「 ⑥

エレベータ ー及びその乗降ロビー」の移動等円滑化経路等に係る基準が適用さ れる。

⑴停止階 ●　 籠は、 各住戸、 車椅子使用者用便房、 車椅子使用者用駐車施設のある階及び地

上階に停止するこ と 。

○　 籠は、 多数の者が利用する階に停止する こ と 。 し たがっ て、 通常は一般の利用

に供し ない部分や機械室等の特定少数の者が利用する 部分のみの階を除いたすべ

ての階に停止する必要がある。

⑵出入口の

　 　 有効幅

●　 籠及び昇降路の出入口の有効幅 8 0 cm は、 車椅子使用者が通過でき る最低幅で

ある。 直進でき ないと 乗降には困難を 伴う ため、 籠内及び乗降ロ ビーは直進での

乗降の支障と なるよ う な障害物、 突起物を 設けない。 特に手すり については籠内

に設けるこ と が望まし いが、 設置位置については車椅子使用者の乗降の際に支障

と なら ないよう 、 出入口の幅員の確保に十分配慮し 設置する。

→【 図6 .1】

　 【 図6 .2】 参照

⑶籠の

　 　 大きさ

●　 籠の奥行き 1 1 5 cm 以上と は、 住宅用エレ ベータ ーでは 6 人乗り 以上のも のが

該当する。

○　 籠の奥行き 寸法は、 1 3 5 cm 以上と する。 こ の寸法は、 電動車椅子使用者でも

利用でき る大き さ である。

○　 籠の幅は、 1 4 0 cm 以上と する。

○　 車椅子で利用できる機種と は、 9 人乗り 以上の住宅用エレ ベータ ーである。

→【 図6 .1】 参照

⑷乗降

　 　 ロビー

●　 乗降ロビーは、 エレ ベータ ーへの乗降の前後に車椅子使用者が回転でき る空間

（ 1 5 0 cm 角以上） を確保する。

●　 床の表面は水平と すると と も に滑り にく い仕上げと する。

○　 エレ ベータ ー付近に下り の階段若し く は段、 又は下り のスロープを 設ける場合

には、 それら を エレ ベータ ーから でき るだけ離れた位置に設ける など、 車椅子使

用者等の転落防止等に十分に配慮する。

→【 図6 .2】 参照

籠内及び

　 乗降ロビー

　 に設ける設

　 備

●　 籠内及び乗降ロビーには以下の設備を設けるこ と 。

①　 籠内及び乗降ロ ビーには、 車椅子使用者が利用し やすい位置に制御装置を 設

ける。

②　 籠内に、 停止する予定の階及び籠の現在位置を 分かり やすく 表示する 装置を

設ける。

③　 乗降ロビーに、 到着する籠の昇降方向を分かり やすく 表示する装置を設ける。

○　 高齢者、 障害者等の円滑な利用を確保するための籠内及び乗降ロビ ーに設ける

設備は、 以下の仕様に配慮するこ と 。

①　 車椅子使用者対応乗場ボタ ン は、 車椅子使用者が操作し やすい高さ と し て

1 0 0 cm 程度と する。

②　 籠内左右の側板には車椅子使用者対応操作盤のボタ ンを 設け、 中心位置が床

から 1 0 0 cm 程度の高さ と する。

③　 籠入口正面壁面に、 出入口状況確認用の床上 4 0 cm から 1 5 0 cm 程度まであ

る鏡（ ステンレ ス製又は安全ガラ ス等）を設ける。 なお、出入口が貫通型（ スルー

型）、 直角 2 方向型及びト ラ ンク 付型の籠の場合には凸面鏡等でも よい。

④　 乗降者検出装置

⑤　 籠内に車椅子使用者対応位置表示器を設置する。

⑥　 操作盤のボタ ン類は、 感知式ではなく 、 ボタ ン式と する。

⑦　 車椅子使用者対応操作盤のボタ ン を操作するこ と により 、 戸の開閉時間が通

常より 長く なる配慮を行う 。 また、 その際はその旨の表示をする。

→【 図6 .3】

　 【 図6 .4】

　 【 図6 .5】

　 【 図6 .6】

　 【 図6 .7】 参照

→【 一般社団法人日

本エ レ ベ ー タ ー

協会｢車椅子兼用

エレベータ ーに関

する標準

　（ JEAS-C506A） ｣

　 およ び、 ｢ 視覚

障害者兼用エレ

ベータ ーに関す

る標準

　（ JEAS-515E） ｣

　 参照
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視覚障害者

　 のための設

　 備

○　 籠内には、 籠が到着する 階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の開閉を 音声によ

り 知ら せる装置を設ける。

○　 乗降ロビ ーには、 到着する籠の昇降方向及び開閉を 音声によ り 知ら せる装置を

設ける。 ただし 、 籠内に、 籠及び昇降路の出入口の戸が開いたと き に籠の昇降方

向及び開閉を音声により 知ら せる装置が設けら れている場合は、 こ の限り でない。

○　 籠内及び乗降ロ ビ ーに設ける 操作盤（ 車椅子使用者対応操作盤を 除く 。） は、

各ボタ ン面かその付近に点字や浮き 彫り の階数表示を施し たり 、 内部にラ ン プを

内蔵さ せて判別し やすく する など、 視覚障害者等が円滑に操作する こ と ができ る

構造と する。

○　 乗降ロビ ーの扉及び乗場ボタ ン は周囲の壁と 異なる色と する等識別し やすいも

のと する。

■望まし い整備

建築物（ 共同住宅等以外） の望まし い整備に準ずる。 →P78参照

⑥エレベーター及びその乗降ロビー
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籠の幅
 ○140cm以上

籠の奥行き
 ●115cm以上
 ○135cm以上
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車いす使用者対応操作盤は車いす使用者が
利用し やすい位置（ 籠内側面中心） に取り
付ける。 また、 両面に取り 付ける。

満員状態の籠に乗り 込むと き 、
聴覚障害者が確認し やすい表示灯

【 図6. 3】 籠内の断面図
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籠位置表示板

※階数ボタ ンは浮き彫り 階数表示が望まし い
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⑦特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機

【 基本的考え方】

既存施設の改修、地形や建築物の構造等により やむを得ず段が生じ る場合にあっ ても 、エレベー

タ ーや傾斜路を 設けるこ と が原則であるが、 エレ ベータ ーや傾斜路による段差解消が困難な場合

には、 段差解消機を設置する。

■整備基準（ 規則で定めた基準）

整備基準（ 遵守基準） 整備基準（ 努力基準）

特定経路を 構成する 特殊な 構造又は使用形態のエ レ

ベータ ーその他の昇降機（ 平成 1 8 年国土交通省告示第

1 4 9 2 号第１ に規定する も の） は、 次に掲げる 構造と す

るこ と 。

特定経路等を 構成する 特殊な構造又は使用形態のエレ

ベータ ーその他の昇降機（ 平成 1 8 年国土交通省告示第

1 4 9 2 号第１ 第１ 号に規定する も の） は、 次に掲げる 構

造と するこ と 。

[1 ]  エレ ベータ ーにあっ ては、 次に掲げる も のであるこ と 。 ー

⑴　 平成 12 年建設省告示第 1413 号第１ 第９ 号に規定す

るも のと するこ と 。

[1 ]  同左

⑵　 籠の幅は 70 cm 以上と し 、 かつ、 奥行き は 120 cm

以上と するこ と 。

[2 ]  同左

⑶　 車椅子使用者が籠内で方向を 変更する 必要がある 場

合にあっ ては、 籠の幅及び奥行きが十分に確保さ れてい

るこ と 。

[3 ]  同左

[2 ]  エ スカ レ ータ ーにあっ ては、 平成 1 2 年建設省告示第

1 4 1 7 号第１ ただし 書に規定する も のである こ と 。

ー

⑦特殊な構造 は使 形態のエレ ベータ ーその他の昇降機又 用
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⑦特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機

■整備基準の解説

◆一般基準

⑴段差

　 解消機

●　 こ の項目のエレベータ ーは、 以下に掲げるも のである。

①　 昇降行程が 4 m 以下のエレ ベータ ー又は階段の部分、 傾斜路の部分等に沿っ

て昇降するエレベータ ー

②　 籠の定格速度が 15m 毎分以下

③　 床面積が 2.25㎡以下

→【 図7 .1】

　 【 図7 .2】 参照

イ 構造 ●　 平成 1 2 年建設省告示第 1 4 1 3 号第 1 第 9 号に規定するも のと する。 →P607 参照

ロハ

　 籠の

　 　 大きさ

●　 籠の幅は 7 0 cm 以上、 奥行き 1 2 0 cm 以上と する。

●　 籠内で車椅子使用者が 9 0 度転回し て乗降する必要がある場合の籠の大き さ は、

間口 1 4 0 cm 以上、 奥行 1 4 0 cm 以上と する。

→【 図7 .3 】 参照

⑵エスカ

　 レ ータ ー

●　 こ の項目のエスカ レ ータ ーは、 以下に掲げるも のである。

①　 車椅子に座っ たまま車椅子使用者を昇降さ せる 場合に２ 枚以上の踏段を同一

の面に保ちながら 昇降を行う エスカ レ ータ ー

②　 運転時において、 踏段の定格速度 3 0 m 毎分以下

③　 ２ 枚以上の踏段を同一の面と し た部分の先端に車止めを設けたも の

→【 図7 .4 】 参照

（ 構造） ●　 平成 1 2 年建設省告示第 1 4 1 7 号第 1 ただし 書に規定するも のと する。 →P608 参照

その他の

　 注意事項

○　 特定経路等上には、 エスカ レ ータ ーではなく 「 ⑥エレ ベータ ー及びその乗降ロ

ビー」 を設ける。

■望まし い整備

建築物（ 共同住宅等以外） の望まし い整備に準ずる。 →P85参照
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■定員1名の籠（ 90度の転回形式の場合）

【 図7. 3】 籠の大き さ

■定員1名の籠（ 直線形式の場合）

籠操作盤

籠操作盤

可動柵

籠

籠
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固定手すり
（ 降り 口に人が滞留
　 し ないよう 留意する）
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⑦特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機
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⑧便所（トイレ）

【 基本的考え方】

だれでも が快適に便所を利用するためには、 広いスペースの便房、 手すり 、 オスト メ イ ト 用設

備等を設けるなど、 使いやすい環境を整備する。

便所には、 車椅子使用者が円滑に利用するこ と ができ る便房（ 車椅子使用者用便房又はだれで

も ト イ レ）、 オスト メ イ ト 用汚物流し を設けた便房を、 それぞれ 1 以上設置する。

＜便所における機能分散の考え方＞

建築物編（ 共同住宅等以外） に準ずる。

■整備基準（ 規則で定めた基準）

整備基準（ 遵守基準） 整備基準（ 努力基準）

[1 ]  多数の者が利用する 便所を 設ける 場合には、 床の表面

を粗面と し 、 又は滑り にく い材料で仕上げるこ と 。

[1 ]  同左

[2 ]  [1 ] の便所のう ち １ 以上（ 男子用及び女子用の区別があ

る と き は、 それぞれ１ 以上） は、 次に掲げる も のと する

こ と 。

[2 ]  同左

⑴　 便所内に、 次に掲げる構造の車椅子使用者用便房を１

以上設けるこ と 。

⑴　 便所内に、 次に掲げる構造のだれでも ト イレ を１ 以上

設けるこ と 。

[ ｱ ]　 腰掛便座、 手すり 等が適切に配置さ れている こ

と 。

[ ｱ]　 同左

[ ｲ ]　 車椅子使用者が円滑に利用する こ と がで き る よ

う 十分な空間が確保さ れている こ と 。

[ ｲ ]　 同左

－ [ ｳ]　 一般用の便所に近接し 、 分かり やすく 利用し やす

い位置に設けるこ と 。

－ [ ｴ ]　 出入口には、 だれでも が利用できる旨を表示する

こ と 。

⑵　 便所内に、 高齢者、 障害者等が円滑に利用する こ と

ができ る 構造の水洗器具を 設けた便房を１ 以上設ける

こ と 。

⑵　 同左

ー [3 ]  多数の者が利用する 一般便所を 設ける 場合には、 その

う ち １ 以上（ 男子用及び女子用の区別がある と き は、 そ

れぞれ１ 以上） は、 次に掲げる 構造と する こ と 。

ー ⑴　 床面には、 段差を 設けないこ と 。

ー ⑵　 大便器は、 １ 以上を 腰掛式と するこ と 。

ー ⑶　 腰掛式と し た大便器の１ 以上に、 手すり を 設ける こ

と 。

[3 ]  多数の者が利用する 男子用小便器のある 便所を 設ける

場合には、 そのう ち １ 以上に、 床置式の小便器、 壁掛式

の小便器（ 受け口の高さ が 3 5 cm 以下のも のに限る。）

その他こ れら に類する 小便器を １ 以上設けなければなら

ない。

[4 ]  多数の者が利用する 男子用小便器のある 便所を 設ける

場合には、 そのう ち １ 以上に、 床置式の小便器、 壁掛式

の小便器（ 受け口の高さ が 3 5 cm 以下のも のに限る 。）

その他こ れら に類する 小便器を １ 以上設け、 当該小便器

に手すり を 設けなければなら ない。

⑧便所（ ト イ レ ）
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⑧便所（トイレ）

■整備基準の解説

◆便所全般

床面

●　 車椅子使用者用便房、 オスト メ イト 用設備は、 その設備を必要と する人が、 それ

ぞれ同時に便所を利用できるよう 、 便所内に分散し て配置するよう 配慮する。

●　 案内設備及び便房の付近に設置する標識には、 設備や機能を図記号（ ピクト グラ

ム） 等で分かり やすく 表示する。

●　 水洗いができ、 かつ濡れた状態でも 滑り にく い仕上げ、 材料を選択する。

→【 図8 .1】 参照

→「 ⑫標識」 参照

◆車椅子使用者用便房・ だれでも ト イ レ（ ●は共通の解説、 ○はだれでも ト イ レの解説）

出入口 ●　 車椅子使用者用便房、 だれでもト イレの出入口は、 移動等円滑化経路等と なる。

●　 出入口の有効幅は、 85cm 以上と する。 また、 車椅子使用者用便房又はだれでも

ト イ レ が一般便所内に設けら れている場合は、 その一般便所の出入口の有効幅も 、

8 5cm 以上と する。

→【 図8 .2】

　 【 図8 .3】 参照

戸 ●　 戸は、 自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉し て通過でき

る構造と し 、 戸の前後には水平スペースを設ける。

●　 開閉動作の難易度から みると 、 引き 戸が開き 戸より 簡単である。

　 一般に推奨さ れている 順位と し ては、 ①自動式引き 戸、 ②手動式引き 戸の順であ

る。

●　 引き 戸は軽い力で開閉できるも のと する。

●　 自動式引き 戸の開閉ボタ ンの位置は車椅子使用者が接近し やすいよう に、 便房

内設備等のレイ アウト に配慮する。

●　 車椅子使用者の開閉時の動作を考慮し て、 袖壁と 開閉スペースを確保する。

●　 内開き 戸は、 車椅子使用者が入室し た後のド ア閉めが困難であり 、 かつ、 便房

内で転倒し た場合、 体や車椅子がじ ゃ まになっ て戸が開かず、 救出し にく いので

避ける。

→【 図8 .4 】 参照

手すり ●　 手すり は全体重をかけて使用さ れるこ と が多いので、 取り 付けを堅固にする。

●　 手すり は便器の両側の利用し やすい位置に、 垂直、 水平に設ける。 また、 車椅

子を便器と 平行に寄り 付けて利用する場合等に配慮し 、 壁付手すり と 反対側の手

すり は可動式と する。

●　 横手すり は便座から 2 0 cm から 2 5 cm 程度上方の高さ 、 縦手すり は便器先端

から 2 5 cm 程度前方の位置に、 便座の中心から 両側の手すり が同距離と なるよう

に設置する。

→【 図8 .2】

　 【 図8 .5】 参照

便房の

　 大き さ

●　 車椅子使用者が円滑に 利用で き る 便房の大き さ は原則と し て 概ね内法で

2 0 0 cm × 2 0 0 cm 以上と し 、 直径 1 5 0 cm 以上の円が内接でき る 程度の空間を

確保する。 また、 車椅子から 便座への移乗は車椅子の側面（ 障害にも よる が一般

的にこ の方法が最も 容易） 又は前方から なさ れる ため、 便器の前方及び側面に車

椅子を寄り 付け、 便器へ移乗するために必要なスペースを適切に設けると と も に、

便器の両側に手すり をつける必要がある。 また、 衛生機器等は直径 1 5 0 cm の円

が内接でき る 程度の空間を 避け、 車椅子使用者が利用し やすい位置に配置する。

（ 内接する円は、車椅子のフ ッ ト サポート 高での動き を配慮し ているため、洗面器、

手すり 等の下部を通過でき れば、 それら と 円が交差し ていても よい｡）

●　 ただし 、 床面積の合計が 1 ,0 0 0 ㎡以下の共同住宅等で 2 0 0 cm × 2 0 0 cm 以

上の空間が確保でき ない場合及び既存建築物の改修で構造上やむを 得ない場合に

は、次善の策と し て、内法で 1 3 0 cm × 2 0 0 cm （ 直進及び側方進入） 以上、又は、

1 5 0 cm × 1 8 0 cm（ 側方進入） 以上の簡易型車椅子使用者用便房を確保する。（ た

だし 、 オスト メ イ ト 用汚物流し 、 手洗い器その他の設備を 併せて設置する と 、 さ

ら に大き なスペースが必要と なる場合がある｡）

→【 図8 .2 】 参照

→【 図8 .3 】 参照
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位置 ●　 異性介助に配慮し 、 少なく と も １ 以上の車椅子使用者用便房又はだれでも ト イ

レ は、 男女が共用でき る位置に設ける。

○　 だれでも ト イ レ は、 利用者が位置を把握し やすいよ う 、 一般用の便所と 一体的

若し く はその出入口の近く に設ける。

○　 だれでも ト イ レ は、 だれも が利用し やすく 分かり やすい位置に設ける。

表示 ●　 車椅子使用者用便房、 だれでも ト イ レ の付近には、 当該便房があるこ と を 表示

する標識を設ける。

○　 だれでも ト イ レ の入口付近には、 図記号（ ピク ト グラ ム） を組み合わせるなど、

車椅子使用者、 高齢者、 妊婦、 乳幼児を 連れた者等だれでも が利用でき る旨を表

示する。

●　 建築物に案内所が設けら れていないと き は、 高齢者、 障害者等を 誘導する ため

に、 建築物内の案内板に車椅子使用者用便房又はだれでも ト イ レ の位置を表示す

る。

→「 ⑫標識」 参照

→「 ⑬案内設備」

参照

その他の

　 注意事項

●　 車椅子使用者の手の届く 高さ に手荷物棚又はフ ッ ク を 設置する。 ただし 、 人が

ぶつから ないよ う に配慮する こ と 。 また、 仮に当たっ ても 怪我をし にく い丸みを

帯びているも のと する。

●　 便器横の手すり よ り 洗面器等の設備機器が前に出ていると 、 便器正面への車椅

子の寄り 付けが困難と なるため、 注意する。 洗面器等の設備機器は、 便器の前方

及び側面に車椅子を 寄り 付け、 便器に移乗するために必要なスペースを 確保し て

設置する。 また、 便房内に十分なスペースが確保さ れない場合には、 小さ めの洗

面器又は手洗器を設置する。 洗面器の手すり は、 スペースに余裕がある 場合のみ

に設置し 、 車椅子使用者の洗面器の利用にも 配慮する。

●　 洗面器下部に車椅子使用者の膝が入るスペースを確保する。

●　 吐水口の位置は、 車椅子使用者が利用し やすい位置に設ける。

●　 照明スイ ッ チ、 扉の開閉ボタ ン、 扉の取っ 手は、 車椅子使用者の利用を考慮し 、

操作し やすい位置に設ける。

●　 洗面器のほかに手洗器を設ける 場合は、 便器に腰掛けたままで利用でき る 位置

に設け、 水栓器具はレ バー式など操作が容易なも のと する。

●　 洗浄装置、 ペーパーホルダー、 非常用の呼出し ボタ ン の配置は JIS S 0 0 2 6 に

準ずる。 また、 非常用の呼出し ボタ ンを 設ける場合は、 床に転倒し た際にも 手が

届く 位置にも 設けるか、 ひも でも 操作でき るも のと する。

●　 洗浄装置の基本はボタ ン式と する。 また、 自動洗浄式や感知式を設ける場合は、

ボタ ン式を併設する。

●　 使用中の表示は施錠と 連動さ せ、 目につき やすい位置に設ける。

→【 図8 .6 】 参照

→【 図8 .5 】 参照

◆水洗器具

水洗器具 ●　 水洗器具と は、 オスト メ イト （ 人工肛門、 人工膀胱保持者） の利用に配慮し て、

パウチ（ 排泄物をためておく 袋） や汚れた物、 し びん等を洗浄するための汚物流し

（ 洗浄装置・ 水栓を含む） をいう 。

●　 便器に水栓をつけたも の（ 簡易型水洗器具） は利用し やすいも のと はいえないた

め、 専用の汚物流し 台の設置スペースが取れないよう な既存便所の改修等の際など

構造上やむを得ない場合に設置する。

●　 オスト メ イ ト 用汚物流し を 設けた便房のある 便所の出入口及び当該便房の戸に

は、 オスト メ イト が利用できる設備を備えているこ と が分かる標識を設ける。

●　 ペーパーホルダーを設置する。

→【 図8 .7 】

　 【 図8 .8 】 参照

→「 ⑫標識」 参照
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◆一般便所

大便器

　（ 床面） ○　 便所は床面を 水洗いする ために、 入口に段差が生じ る こ と が多いが、 高齢者、

障害者等の通行に際し て支障と なら ないよう 、 すり つけ又は傾斜路を設ける。

　（ 構造） ○　 高齢者などの下肢機能の低下し ている 者にと っ て、 和式便器の利用は困難を 伴

う ため、 腰掛式のも のを設ける。

　（ 手すり ） ○　 便房内の手すり は高齢者などの下肢機能が低下し ている 者の立ち 上がり を 補助

し たり 、 用便中の姿勢を 安定さ せるのに有効である。 手すり のつかみやすい位置

は個人差がある ので、 でき る だけ長いも のや L 型手すり を つける と 多く の利用者

の要求を満たすこ と ができ る。

→【 図8 .9】 参照

小便器

　（ 構造） ●　 男子用小便器のう ち 1 以上は、 小児等の利用に配慮し 、 床置式又は壁掛式と し 、

受け口の高さ が 3 5 cm 以下のも のと する。 なお、 床等の清掃性を配慮する。

→【 図8 .10 】 参照

　（ 手すり ） ○　 小便器の手すり は胸を 支点にし てよ り かかり ながら 用を 足すためのも のであ

る。 こ の場合は腰を 後ろ に引く よ う な姿勢と なるので、 小便器の上端手前部分と

手すり の中心位置を 合わせて取り つける こ と と し 、 高さ は 1 2 0 cm 程度と する。

横の手すり はつかまり ながら 用を足すためのも のであり 、 間隔 6 0 cm 程度、 高さ

は 8 0 ～ 9 0 cm 程度と する。

→【 図8 .10 】 参照

その他の

　 注意事項

○　 男女別の標示、 便所の位置等を 分かり やすく 表示する。 また、 男女別の標示は

JIS Z  8 2 1 0 を適用する。

→「 ⑫標識」 参照

■望まし い整備

建築物（ 共同住宅等以外） の望まし い整備に準ずる。 →P92参照
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《 参 考 図 》

大型ベ ッ ド

大型ベ ッ ド

大型ベ ッ ド

【 図8 .1 】 機能分散に配慮し た便所の配置例

■左右対称の車い す使用者用便房又はだ れで も ト イ レ 及びオ ス ト メ イ ト 対応便房を 設け た 例

■車い す使用者用便房又はだ れで も ト イ レ を １ つ設け た 例

ベ ビ ー チ ェ ア

ベ ビ ー チ ェ ア

ベ ビ ーチ ェ ア

ベ ビ ーチ ェ ア

簡易型車い す 使用者用便房に

オ ス ト メ イ ト 用汚物流し を 設け た 便房

簡易型車い す 使用者用便房に

オ ス ト メ イ ト 用汚物流し を

設け た 便房

簡易型車い す 使用者用便房に

オ ス ト メ イ ト 用汚物流し を

設け た 便房

SK

PS

子育て 支援設備を 備え た 便房

ベ ビ ー ベ ッ ド

ベ ビ ーベ ッ ド

ベ ビ ーベ ッ ド

車い す 使用者用便房便所案内板

便所案内板

ベ ビ ーチ ェ ア

車い す 使用者用便房

■便房設備の表示例

車い す 使用者 オ ス ト メ イ ト 大型ベ ッ ドベ ビ ー チ ェ ア ベ ビ ーベ ッ ド 着替え 台
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《 参 考 図 》

手す り 間隔

 7 0 ～7 5 c m 程度

2 0 0 c m 以上

可動手す り

・ はね上げ

・ 便器先端と

　 同程度の長さ

引き 戸

（ 可能で あ れば自動式）

●表示
大型ベ ッ ド 等

（ 折り 畳み式）

縦手す り は便器の

先端から 2 5 c m 程度

2 0 0 c m 以上

出入口の有効幅

 ●8 5 c m 以上

 ◎9 0 c m 以上

握り やすい 引き 手

引き 残し

袖壁があ る と 戸の

開閉操作が容易

正面から のア プ ロ ーチ に 配慮する 場合は

1 2 0 c m 程度のス ペ ー ス を 確保する 必要があ る

車い す が回転で き る 広さ

（ 直径1 5 0 c m 以上の円が内接で き る 程度の空間）

鏡

車いす使用者が便房内

から 戸を 開閉する ため

の補助取っ 手(横長や

Ｌ 字型)を 設ける こ と が

望ま し い

正面から のア プ ロ ーチ に 配慮し て

手すり よ り も 洗面器等が前面に 飛

び出さ な い こ と

【 図8 .2 】 車いす使用者用便房の例（ 内法2 0 0 cm ×2 0 0 cm 以上の場合）
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《 参 考 図 》

■自動ド ア （ 引き 戸） の場合

【 図8 .4 】 開閉ボタ ン や扉の取っ 手の設置位置

■側方進入の場合■直進又は側方進入の場合

■手動ド ア （ 引き 戸） の場合

【 図8 .3 】 簡易型車いす使用者用便房の例

1 3 0 c m 以上

2
0

0
c

m
以

上

有
効

8
5

c
m

以
上

有
効

8
5

c
m

以
上

有効8 5 c m 以上

表示

表示

7 0 ～7 5 c m が

利用し やすい

Ｌ 型手す り

呼出し ボ タ ン

洗浄ボ タ ン

ペ ーパー
 ホ ルダ ー

呼出し ボ タ ン
（ FL+ 3 0 cm 程度）

Ｌ 型手す り

呼出し ボ タ ン

洗浄ボ タ ン

ペ ーパー
 ホ ルダ ー

呼出し ボ タ ン
（ FL+ 3 0 c m 程度）

可動手す り

（ 跳ね上げ）

7 0 ～7 5 c m が

利用し やすい

可動手すり

（ 跳ね上げ）

側方進入

の場合

直進進入の場合

便房内側

便房内側

3 0 c m 以上

7 0 c m 以上

開閉ス イ ッ チ

高さ 1 0 0 c m 程度

横長かL字型の取っ 手を ド ア に 設置する か、

袖壁を 3 0 c m 以上確保する開閉ス イ ッ チ

1 5 0 c m 以上
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《 参 考 図 》

【 図8 .5 】 ボタ ン の配置例

【 図8 .6 】 車いす使用者が利用し やすい洗面台

膝よ り 下が入る よ う に 配慮する

2 0 0 c m 程度

1 5 ～4 0 c m 程度

4 0 ～4 5 c m 程度

4 0 ～5 5 c m 程度

※ペ ー パーホ ルダ ー、 便器洗浄ボ タ ン 、 呼出し ボ タ ン はJIS S 0 0 2 6 参照

縦手す り は便器先端から 2 5 c m 程度が使い やすい

便器洗浄ボ タ ン

（ 便座に 座っ た 状態で ボ タ ン

　 が押せる 位置に 配置す る こ

　 と が望ま し い ）

呼出し ボ タ ン

（ 他のボ タ ン と わかり やすく

　 識別で き る こ と が必要）

Ｌ 型手す り

使用者が倒れた 時で も 緊急通報がで き る 配慮

呼出し ボ タ ン ( 床から 3 0 c m 程度)

棚、 フ ッ ク 等

（ 手荷物や傘、 杖等を 置け る

　 棚やフ ッ ク があ る と 便利）

横手すり は便座高さ から

2 0 ～2 5 c m 程度が使い やす い

鏡下端高さ

( カ ウ ン タ ー の直上)

鏡高さ 1 0 0 c m 程度

水洗の操作し やすい 寸法（ 3 0 c m 程度）

6 5 c m 程度6 5 c m 程度
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《 参 考 図 》

【 図8 .7 】 車いす使用者用便房にオス ト メ イ ト 用汚物流し を 設けた例

手す り 間隔

 7 0 ～7 5 c m 程度

2 0 0 c m 以上

2 0 0 c m 程度

可動手す り

・ はね上げ

・ 便器先端と

　 同程度の長さ

●表示引き 戸

（ 可能で あ れば自動式）

汚物流し

（ オ ス ト メ イ ト 用）多機能フ ッ ク

出入口の有効幅

 ●8 5 c m 以上

 ◎9 0 c m 以上

握り やすい 引き 手

引き 残し

袖壁があ る と 戸の

開閉操作が容易

車い す が回転で き る 広さ

（ 直径1 5 0 c m 以上の円が

　 内接で き る 程度の空間）

縦手すり は便器の

先端から 2 5 c m 程度

正面から のア プ ロ ー チ に 配慮する 場合は

1 2 0 c m 程度のス ペ ース を 確保す る 必要があ る

鏡

鏡

車いす使用者が便房内

から 戸を 開閉する ため

の補助取っ 手(横長や

Ｌ 字型)を 設ける こ と が

望ま し い

正面から のア プ ロ ー チ に 配慮し て

手すり よ り も 洗面器等が前面に 飛

び出さ な い こ と

【 図8 .8 】 オス ト メ イ ト 用汚物流し の例

汚物流し

（ オ ス ト メ イ ト 用）

鏡

（ 全身を 鏡で 確認で き る

　 こ と が望ま し い ）

手荷物置き 台

（ カ ウ ン タ ー）

汚物流し （ オ ス ト メ イ ト 用）

利用者の身長に 合わせて

汚物流し の高さ が変え ら

れる と 使い やすい

着替え ( 上足用) 台（ 又はマ ッ

ト ） があ る と 着替え やすい

ハン ド シ ャ ワ ー混合水洗

ペ ー パーホ ルダ ー

汚物流し 洗浄ボ タ ン

汚物流し

洗浄ボ タ ン

ペ ーパー

ホ ルダ ー

シ ャ ワ ー水栓

混合水栓フ ッ ク

7
0

c
m

程
度

石け ん

F L
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【 図8 .1 0 】 小便器の手すり の例

【 図8 .9 】 大便器の手すり の例

7 5 ～8 5 c m 程度

呼出し ボ タ ン

呼出し ボ タ ン
はね上げ手すり

垂直手す り の位置は

便器先端よ り 2 5 c m 程度

前方に す る

便器洗浄ボ タ ン

■壁掛式低受け口 ■床置き 式ス ト ール

5 5 ～6 0 c m 程度

3 0 c m 程度

8 0 ～9 0 c m 程度

2 0 c m 程度

1 0 0 c m 程度

受け 口の高さ

 ●3 5 c m 以下

8 0 ～9 0 c m 程度8 0 ～9 0 c m 程度

6 0 c m 程度

5 5 ～6 0 c m 程度

受け 口の高さ

 ●3 5 c m 以下

3 0 c m 程度

杖、 傘立て 用フ ッ ク

杖、 傘立て 用

フ ッ ク

2 0 c m 程度

8 0 ～9 0 c m 程度

受け 口の高さ

 ●3 5 c m 以下

1 0 0 c m 程度

用便中の姿勢を 安定さ せる こ と が

で き る よ う 、 小便器の上端手前部

分と 手すり の中心位置を あ わせて

設置する

杖、 傘立て 用

フ ッ ク
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【 基本的考え方】

浴室又はシャ ワー室は下肢の不自由な障害者が利用でき るこ と を 最低条件と し 、 車椅子が横付

けでき るスペースや、 できれば介助者用のスペースを確保すると よい。

■整備基準（ 規則で定めた基準）

整備基準（ 遵守基準） 整備基準（ 努力基準）

[1 ]  多数の者が利用する 浴室等を 設ける 場合には、 床の表

面を 粗面と し 、 又は滑り にく い材料で仕上げなければな

ら ない。

[1 ]  同左

[2 ]  [1 ] の浴室等のう ち １ 以上（ 男子用及び女子用の区別が

ある と き は、 それぞれ１ 以上） は、 次に掲げる も のでな

ければなら ない。

[2 ]  同左

⑴　 浴槽、 シャ ワー、 手すり 等が適切に配置さ れているこ

と 。

⑴　 同左

⑵　 車椅子使用者が円滑に利用する こ と ができ る よ う 十

分な空間が確保さ れている こ と 。

⑵　 同左

⑶　 出入口は、 次に掲げる も のである こ と 。 ⑶　 同左

[ ｱ ]　 幅は、 8 5 cm 以上と する こ と 。 [ ｱ]　 同左

[ ｲ ]　 戸を 設ける 場合には、 自動的に開閉する 構造そ

の他の車椅子使用者が容易に開閉し て通過でき る

構造と し 、 かつ、 その前後に高低差がないこ と 。

[ ｲ ]　 同左

■整備基準の解説

床面（ 表面） ●　 浴槽内や浴室等の床は滑り やすいので、 仕上げ材料を工夫する。 洗い場は滑り に

く い材料と すると と も に、 石けん水が床面一面に広がら ないよう 、 排水溝や排水口

の位置に留意する。

●　 水仕舞と の関係を工夫し 、 出入口から 浴槽又はシャ ワーブースまでの床面には、

車椅子使用者の通行の支障と なる段差を設けない。

→2 c m 以下の段

差は許容

⑴設備 ●　「 浴槽、シャ ワー、手すり 等」 と は、具体的には、浴槽、シャ ワー、手すり のほかに、

水洗金具、 非常用の呼出し ボタ ン、 車椅子から 移乗でき る 移乗台などが挙げら れ

る。

●　 浴室又はシャ ワー室は、 高齢者や障害者等にと っ て転倒等の危険性の高い場所

であり 、 障害の種類、 程度、 介助者の有無等を 考慮し て、 浴室又はシャ ワー室の

形状や設備を計画する必要がある。

→【 図9 .1 】

　 【 図9 .2 】 参照

（ 浴槽） ●　 浴槽のわき に、 車椅子から 乗り 移り 、 浴槽に移動でき るよう な移乗台を設ける。

●　 移乗台の高さ は 4 0 cm から 4 5 cm 程度と し 、 高さ 及び奥行き は、 浴槽と 同程

度と する。

（ 手すり ） ●　 手すり は、 浴槽、 洗い場又はシャ ワーブースの周囲に設ける。

●　 水平・ 垂直の両タ イ プと する。 特に洗い場と 浴槽の移動に際し て、 立ち上がる

動作を補助するため、 垂直タ イ プの手すり を設ける。

⑨浴室 はシャ ワー室又

⑨浴室又はシャワー室
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（ シャ ワー） ●　 シャ ワー、 水洗金具は座っ たまま届く 位置に設ける。

●　 シャ ワーはハン ド シャ ワーと し 、 シャ ワーヘッ ド かけを使いやすい位置に上下

2 箇所設けるか、 垂直方向にスラ イ ド 調整できるも のと する。

（ 水洗金具） ●　 水栓金具は、温水の混合操作を容易にするため、自動温度調節器（ サーモスタ ッ

ト ） の付いたレ バー式など、 簡単に操作できるのと する。

（ 呼出し

　 ボタ ン）

●　 非常用の呼出し ボタ ンを 設ける場合は、 洗場及び浴槽から 手の届く 位置にルー

プやひも をつける。

⑵スペース ●　 車椅子使用者が円滑に 利用で き る よ う 、 車椅子が回転で き る 広さ （ 直径

1 5 0 cm 以上の円が内接でき る 程度の空間） を 確保する（ 内接する 円は、 車椅子

のフ ッ ト サポート 高での動き を 配慮し ている ため、 洗面器、 手すり 等の下部を 通

過でき れば、 それら と 円が交差し ていても よい｡）。

⑶出入口

　（ 有効幅） ●　 出入口の有効幅は 8 5 cm 以上と する。

（ 戸） ●　 開閉動作の難易度から みると 、 引き 戸のほう が開き 戸より 容易である。

　 　 一般に推奨さ れている順位と し ては、 ①自動式引き 戸、 ②手動式引き 戸の順で

ある。

●　 引き 戸は軽い力で開閉できるも のと する。

●　 自動式開き戸は、 突然に開いたド アに衝突する危険があるので配慮を要する。

●　 車椅子使用者の開閉時の動作を考慮し て、 袖壁と 開閉スペースを確保する。

●　 車椅子使用者が円滑に浴室等に入れるよう に、 戸の前後に段差を設けない。

→【 図9 .3 】 参照

■望まし い整備

建築物（ 共同住宅等以外） の望まし い整備に準ずる。 →P106参照

⑨浴室又はシャワー室
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【 基本的考え方】

道路から 通路を経て住棟出入口に至る部分を 整備し 、 高齢者、 障害者等を 含むすべての人が安

全かつ円滑に住棟ヘアク セスできるよう 配慮する必要がある。

■整備基準（ 規則で定めた基準）

整備基準（ 遵守基準） 整備基準（ 努力基準）

[1 ]  多数の者が利用する 敷地内の通路は、 次に掲げる も の

でなければなら ない。

[1 ]　 同左

⑴　 表面は、 粗面と し 、 又は滑り にく い材料で仕上げるこ

と 。

⑴　 同左

⑵　 段がある 部分は、 次に掲げる も のである こ と 。 ⑵　 同左

[ ｱ ]　 手すり を設ける こ と 。 [ ｱ]　 同左

[ ｲ ]　 踏面の端部と その周囲の部分と の色の明度、 色

相又は彩度の差が大き いこ と によ り 段を 容易に識

別でき る も のと するこ と 。

[ ｲ ]　 同左

[ ｳ]　 段鼻の突き 出し その他のつま ずき の原因と なる

も のを 設けない構造と する こ と 。

[ ｳ]　 同左

ー [ ｴ ]　 段がある 部分の上下端には、 点状ブ ロ ッ ク 等を

敷設する こ と 。 ただし 、 点状ブ ロ ッ ク 等の敷設が

利用上特に支障を 来す場合には、 仕上げの色を 変

える など の代替措置によ り 段を 識別し やすく する

こ と 。

⑶　 傾斜路は、 次に掲げる も のであるこ と 。 ⑶　 同左

[ ｱ ]　 勾配が 1 /1 2 を 超え、 又は高さ が 1 6 cm を 超え、

かつ、 勾配が 1 /2 0 を 超える 傾斜がある 部分には、

手すり を 設ける こ と 。

[ ｱ]　 手すり を 設ける こ と 。

[ ｲ ]　 その前後の通路と の色の明度、 色相又は彩度の

差が大き いこ と によ り その存在を 容易に識別でき

る も のと する こ と 。

[ ｲ ]　 同左

[2 ]　 特定経路を 構成する 敷地内の通路は、 [1 ] に掲げる も

ののほか、 次に掲げる も のであるこ と 。

[2 ]  特定経路等を 構成する 敷地内の通路は、 [1] に掲げるも

ののほか、 次に掲げるも のであるこ と 。

⑴　 幅は、 12 0cm 以上と するこ と 。 ⑴　 幅は、 135 cm 以上と するこ と 。 ただし 、 敷地等の状

況により やむを 得ない場合は、 12 0cm 以上と するこ と

ができる。

⑵　 5 0 m 以内ごと に車椅子の転回に支障がない場所を設

けるこ と 。  

⑵　 同左

⑶　 戸を 設ける 場合には、 自動的に開閉する 構造その他

の車椅子使用者が容易に開閉し て 通過で き る 構造と

し 、 かつ、 その前後に高低差がないこ と 。

⑶　 同左

⑷　 傾斜路は、 次に掲げる も のであるこ と 。 ⑷　 同左

[ ｱ ]　 幅は、 段に代わる も のにあっ ては 1 2 0 cm 以上、

段に併設する も のにあっ ては 9 0 cm 以上と する こ

と 。

[ ｱ ]　 幅は、 段に代わる も のにあっ ては 135 cm 以上、

段に併設する も のにあっ ては 9 0 cm 以上と する こ

と 。

⑩敷地内の通路

⑩敷地内の通路

- 58 -



Ⅱ 

共同住宅等

１章
　

建 

築 

物 

編

建築物編（ 共同住宅等） 2 4 5

[ ｲ ]　 勾配は、 1 /1 2 を 超えないこ と 。 ただし 、 高さ が

1 6 cm 以下のも のにあっ て は、 1 /8 を 超えな いこ

と 。

[ ｲ ]　 勾配は、 1/2 0 を 超え な いこ と 。 た だ し 、 高さ

が 16 cm 以下のも のにあっ ては 1/8 以下、 高さ が

75 cm 以下のも の又は敷地の状況等により やむを得

ない場合は 1/12 以下と するこ と ができる。

[ ｳ]　 両側に側壁又は立ち 上がり を 設ける こ と 。 [ ｳ ]　 同左

[ ｴ ]　 傾斜路の始点及び終点には、 車椅子が安全に停

止する こ と ができ る 平坦な部分を設ける こ と 。

[ ｴ ]　 同左

[ ｵ]　 高さ が 7 5 cm を 超える も の（ 勾配が 1 /2 0 を 超

える も のに限る 。） にあっ ては、 高さ 7 5 cm 以内ご

と に踏幅が 1 5 0 cm 以上の踊り 場を設ける こ と 。

[ ｵ]　 高さ が 7 5 cm を 超える も のにあっ て は、 7 5 cm

以内ご と に踏幅が 1 5 0 cm 以上の踊り 場を 設ける

こ と 。

[3 ]  １ の項 [1 ] に定める 経路を 構成する 敷地内の通路が、

地形の特殊性によ り [2 ] の規定によ る こ と が困難である

場合における こ の表の規定の適用については、 １ の項 [1 ]

中「 道等」 と あるのは「 当該共同住宅等の車寄せ」 と する 。

[3 ]  同左

■整備基準の解説

◆一般基準

⑴床面 ●　 雨掛り による濡れた状態でも 滑り にく い仕上げ、 材料を選択する。

●　 アプローチの通路面には、 原則と し て排水溝などは設けない。 やむを得ず設ける

場合は、 溝蓋を設け、 仕上げ、 溝の間隔等は車椅子使用者、 杖使用者等の通行に支

障のないも のと する。 車椅子のキャ スタ ーや杖の落ち込みは、 動かなく なるだけで

なく 、 転倒の危険も ある。

→【 図10 .1】 参照

⑵段がある

　 部分

●　 段がある部分には、 手すり を設置する。

●　 踏面の色と 段鼻（ 滑り 止め） の色を 対比さ せるこ と により 、 段を識別し やすい

も のと する。

●　 けこ みは 2 cm 以下と する。

●　 けこ み板は杖や足の落ち込みを防止するために必ず設ける。

●　 段鼻を突き出すと 、 つま先がひっ かかり やすいので、 突き 出し は設けない。

●　 杖の転落を防止するために、 立ち上がり （ 2 cm 以上） を設ける。

○　 段がある部分の上下端には、 点状ブロッ ク 等を敷設する。

→【 図4 .3 】 参照

→【 図4 .4 】 参照

→【 図4 .5 】 参照

→P36・ 3 7  参照

⑶傾斜路 ●　 手すり は、 車椅子使用者はも ち ろ んその他の歩行困難者にと っ ても 歩行の補助

になるので、 勾配が 1 /1 2 を超える傾斜がある部分、 高さ が 1 6 cm を超え、 かつ、

勾配が 1 /2 0 を超える傾斜がある部分には、 手すり を設ける。

●　 手すり は両側に設けるこ と が基本と なるが、 構造上やむを 得ない場合は、 少な

く と も 片側に設けるこ と により 、 歩行困難者の補助と なり 得る。

○　 手すり は勾配や高さ に関係なく 、 すべての傾斜路に設ける。

●　 傾斜のある 部分は、 平坦部の色と 明度の差の大き い色と するこ と 等によ り 、 こ

れら と 識別し やすいも のと する。

●　 傾斜路が長く なり すぎる 場合は、「 ⑦特殊な構造又は使用形態のエレ ベータ ー

その他の昇降機」 を設置するこ と も 考えら れる。

その他の

　 注意事項

●　 敷地内の通路は、 歩車道の分離に配慮する。

⑩敷地内の通路
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◆特定経路等

●　 共同住宅等に移動等円滑化経路等がある場合は、建築物（ 共同住宅等以外） の「 ⑫

敷地内の通路」 の移動等円滑化経路等に係る基準が適用さ れる。

⑴有効幅 ●　 歩行者が横向き になっ て、 車椅子使用者と すれ違える幅が 1 2 0 cm である。

●　 5 0 m 以内ごと に車椅子が転回でき る スペース（ おおよそ 1 7 0 cm ｘ l4 0 cm 角

以上） を設ける。

→【 図10 .2 】 参照

⑵戸 ●　「 ②出入口」 の整備基準の解説「 戸」 を準用する。

⑶傾斜路

　（ 幅） ●　 階段に併設する場合は、 車椅子使用者と 歩行者と が傾斜路内においてすれ違う 機

会が少ないため 9 0cm 以上と するこ と ができる。

→【 図10 .3 】 参照

　（ 勾配） ●　 車椅子使用者が自力で傾斜路を上るには相当な腕力を 必要と する。 敷地内の通

路に設ける傾斜路は、 雨に濡れると 滑り やすく なるため、 車椅子使用者が自力で上

り やすいよう 、 傾斜路の勾配は 1/20 以下と する。

→【 図10 .4 】 参照

　（ 立ち上が

　 り ）

●　 車椅子の脱輪などを防止するため、 両側に側壁又は 3 5cm 以上の立ち上がり を

設ける。 ただし 、 手すり を設ける場合は、 5cm 以上と するこ と ができる。

　（ 平坦部） ●　 傾斜路の始点、 終点、 曲がり 部分、 折り 返し 部分及び他の通路と の交差部分にも

150 cm 以上の平坦部を設ける。

　（ 踊り 場） ○　 長く て急な傾斜路では昇降の途中で休憩スペースが必要と なる。 し たがっ て、

長い傾斜路では高さ 7 5 cm ごと に長さ 1 5 0 cm 以上の踊り 場を設置する。

○　 車椅子使用者は傾斜路の途中で転回する のが困難であるので、 安全に転回する

ためには水平な踊り 場が必要である。

■望まし い整備

建築物（ 共同住宅等以外） の望まし い整備に準ずる。 →P127参照

⑩敷地内の通路
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※図は、 歩道の連続誘導と 一体的に整備する場合の例示
　 歩道が切り 下げ形式である場合、 歩道の誘導用ブロッ ク は
　 連続し て敷設さ せる

勾配
 ●1/12以下
 ○1/20以下
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⑩敷地内の通路
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勾配（ 特定経路等）
 ●1/12以下
 ○1/20以下

勾配（ 特定経路等）
 ●1/12以下
 ○1/20以下

踊り 場

踊り 場150cm以上

75cm以下ごと に踊り 場を設置する

Ⅱ 

共同住宅等

１章
　

建 

築 

物 

編

建築物編（ 共同住宅等）2 4 8

⑩敷地内の通路
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【 基本的考え方】

すべての建築物について、 車椅子使用者など車の乗り 降り や移動に際し て配慮が必要な人のた

めに、 建物の出入口やエレ ベータ ーホール等に近い車椅子使用者用駐車施設等を 設置する必要が

ある。 また、 車椅子使用者等、 必要と し ている人が不適正利用などにより 駐車でき ないケースも

あるため、 各施設管理者がそれに対し て十分に配慮をする必要がある。

■整備基準（ 規則で定めた基準）

整備基準（ 遵守基準） 整備基準（ 努力基準）

[1 ]  多数の者が利用する 駐車場を 設ける 場合には、 そのう

ち １ 以上に、 車椅子使用者用駐車施設を １ 以上設けなけ

ればなら ない。

[1 ]　 同左

[2 ]　 車椅子使用者用駐車施設は、 次に掲げる も のでなけれ

ばなら ない。

[2 ]　 同左

⑴　 ⑴　 同左

⑵　 当該車椅子使用者用駐車施設から 利用居室（ 当該建

築物に利用居室が設けら れていないと き は、 道等。 [3 ]

において同じ 。） までの経路の長さ ができ る だけ短く な

る 位置に設ける こ と 。  

⑵　 当該車椅子使用者用駐車施設から 利用居室等（ 当該

建築物に利用居室等が設けら れていないと き は、 道等。

[3 ] において同じ 。） までの経路の長さ ができ る だけ短

く なる位置に設けるこ と 。

[3 ]  多数の者が利用する 駐車場に車椅子使用者用駐車施設

を 設ける 場合には、 当該車椅子使用者用駐車施設又はそ

の付近に、 当該車椅子使用者用駐車施設から 利用居室ま

での経路についての誘導表示を 設けなければなら ない。

[3 ]  多数の者が利用する 駐車場に車椅子使用者用駐車施設

を 設ける 場合には、 当該車椅子使用者用駐車施設又はそ

の付近に、 当該車椅子使用者用駐車施設から 利用居室等

までの経路についての誘導表示を設けなければなら ない。

■整備基準の解説

⑴設置数 ●　 多数の者が利用する駐車場と は、 居住者用の駐車場を含めた共同住宅等に設けら

れる駐車場のこ と である。

●　 車椅子使用者用駐車施設を 1 以上設置する。

→【 図11 .1】 参照

⑵構造

　（ 有効幅） ●　 車椅子使用者用駐車施設は、 自動車のド アを全開にし た状態で車椅子から 自動

車へ容易に乗降でき る幅を確保する。 整備基準で規定し ている 幅は、 普通車用駐

車スペースに、 車椅子使用者が転回でき 、 介護者が横に付き 添えるスペース（ 幅

1 4 0 cm 以上） を見込んだも のである。

→【 図11 .2 】 参照

　（ 経路） ○　 車椅子使用者用駐車施設から 各住戸までの経路は、 特定経路等と する。

●　 建築物の出入口にできるだけ近い位置（ 屋内駐車場ではエレベータ ーホール入口

付近など） に、 障害者等が利用できる車寄せと 駐車スペースを設けるこ と が必要で

ある。

→【 図11 .3 】

　 【 図11 .4 】 参照

⑪駐 場車

⑪駐車場
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⑶誘導表示 ●　 共同住宅等に集会室などの利用居室等を設けている 場合は、 車椅子使用者用駐

車施設の付近に当該利用居室等までの誘導表示をする。

●　 誘導表示は、 当該車椅子使用者用駐車施設から 利用居室等までの誘導ができ る

も のと し 、 車椅子使用者にも 見やすい位置・ 高さ に設ける。

●　 大き めの文字や図を 用いるなど、 分かり やすいデザイ ンのも のと し 、 背景と の

色の明度、 色相及び彩度の差が大きいこ と により 容易に識別でき るも のと する。

●　 一般用駐車スペースと 区別するため、 車椅子使用者駐車施設の駐車スペース床

面に「 国際シンボルマーク 」 を、 乗降スペース床面に斜線をそれぞれ塗装表示し 、

付近に標識を 設ける こ と と し 、 こ れら は運転席から も 判別でき る 大き さ と する。

（ 車椅子使用者用駐車施設付近に設置する 標識は、 車椅子使用者の通行や後部側

ド アから の乗降に配慮し て、 利用者の支障と なら ない位置に設置する｡）

●　 車椅子使用者用駐車施設に、 一般の自動車が駐車する のを 避けるため、 その旨

の表示をする。

●　 駐車場の進入口には、 車椅子使用者用駐車施設が設置さ れているこ と が分かる

よ う に標識を 設けるこ と と し 、 駐車場の入口から 車椅子使用者用駐車施設に至る

までの誘導用の標識を設ける。

→「 ⑫標識」 参照

→【 図11.5 】 参照

その他の

　 注意事項

●　 床面又は地面は、 車椅子での移乗に配慮し 、 できる限り 水平にする。

●　 車椅子使用者用駐車施設から 各住戸までの経路は、 特定経路等と なる。

●　 車椅子使用者用駐車施設は平置き を原則と する。 やむを得ず、 機械式駐車施設

と する場合においても 、 幅 3 5 0 cm 以上確保し なければなら ない。

●　 共同住宅等に集会室などの利用居室等を設けている 場合は、 車椅子使用者用駐

車施設から 利用居室等までの経路は、 移動等円滑化経路等と し ての整備が必要と

なる。

→1 /1 0 0 程度の

水勾配は許容

→P2 5 3 コ ラ ム

　 参照

■望まし い整備

建築物（ 共同住宅等以外） の望まし い整備に準ずる。 →P13 2 参照

⑪駐車場
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《 参 考 図 》

誘導標示 駐車場

通路の有効幅

（ 特定経路等）

 ●1 2 0 cm 以上

 ○1 3 5 cm 以上

通路の有効幅

（ 特定経路等）

 ●1 2 0 cm 以上

 ○1 3 5 cm 以上

通路の有効幅

（ 特定経路等）

 ●1 2 0 cm 以上

 ○1 3 5 cm 以上

通路の有効幅

（ 特定経路等）

 ●1 2 0 cm 以上

 ○1 3 5 cm 以上

通路の有効幅

（ 特定経路等）

 ●1 2 0 cm 以上

 ○1 3 5 cm 以上

歩道
道路

駐車場案内標識

線状ブ ロ ッ ク

点状ブ ロ ッ ク

通路

廊下の有効幅（ 特定経路等）

 ●1 2 0 cm 以上　 ○1 4 0 cm 以上

廊下の有効幅（ 特定経路等）

 ●1 2 0 cm 以上　 ○1 3 5 cm 以上

1 4 0 cm 以上1 4 0 cm 以上

3 5 0 cm 以上

3 5 0 cm 以上 3 5 0 cm 以上 3 5 0 cm 以上 2 5 0 cm 程度

3 5 0 cm 以上

エ レ ベータ ーは車いす使用者

対応のも のを １ 以上設置する

自動車後部から の乗降に配慮し 、

駐車ス ペース と 通路の境界付近に

案内板を 設けな いこ と が望ま し い

車いす使用者用駐車施設案内板

車いす使用者用

駐車施設案内板

通路と の間には段を 設けな い

当該ス ペース にはひさ し ・ 屋根等を 設ける こ と が望ま し い

廊下

出入口

エ レ ベータ ー

乗降ロ ビ ー

白線

【 図1 1 .1 】 敷地内駐車場の整備例

【 図1 1 .2 】 屋内駐車場の整備例

【 図1 1 .4 】 駐車場の整備例

【 図1 1 .3 】 駐車スペース 後ろ に
　 　 　 　 　 　 　 　 　 通路を 設ける 場合
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《 参 考 図 》

【 図1 1 .5 】 立札によ る 表示例

■機械式駐車場

　 車いす使用者用駐車施設は平置き を 原則と する 。 た だ

し 、 敷地の状況等に よ り やむを 得ず機械式駐車場に車い

す使用者用駐車施設を 設ける 場合には、 整備基準に適合

する も のと し 、 高齢者、 障害者等が車の乗降に支障な く 、

円滑に利用で き る も のと する 。 そ のた め、 車いす使用者

が管理人等の介助がな く て も 自力で 乗降で き る も のと し 、

人的介助のみを 前提と し た 通常の機械式駐車場は該当し

な い。

　 ま た 、 当該車いす使用者用駐車施設から 利用居室

等ま で の経路は移動等円滑化経路等、 当該車いす使用者

用駐車施設から 各住戸ま で の経路は特定経路等と な る た

め、 経路上に段差を 設けて はな ら な い 。

　 さ ら に、 機械式駐車場技術基準のバリ ア フ リ ー対応駐

車装置の基準を 参考と する 。

【 参考】 機械式駐車場技術基準（ 主な 内容）

・ 　 人の通路は、 幅9 0 c m 以上、 高さ 1 9 0 c m 以上、 段差

　 及びすき 間は2 0 c m 以下と する こ と 。

・ 　 非常口へ通ずる 通路も 上記に準ずる こ と と し 、 非常口

　 は、 9 0 c m 以上、 高さ 1 9 0 c m 以上で 、 内側から 容易に

　 開けら れる よ う に する こ と 。

・ 　 自動車への乗降部分は車いすの転回を 考慮し て 、 車い す

　 の進行方向に対し て 幅1 4 0 c m 以上、 奥行き 1 7 0 c m 以上の空間を 確保する こ と 。

・ 　 バリ ア フ リ ー対応駐車装置の操作盤の少な く と も １ 面は、 車いすに乗っ た ま ま で 操作で き る よ う 床面から

　 1 0 0 c m 程度の高さ に 設ける こ と 。

・ 　 一部の収容台数に対し て バリ ア フ リ ー対応駐車装置を 適用する 場合は、 該当する 搬器と そ れ以外を 識別で

　 き る よ う に色分け 、 マ ーキン グ等の処置を 施すこ と 。

・ 　 そ の他の基準に ついて は、 「 機械式駐車場技術基準・ 同解説 2 0 1 7 年版」 （ 公益社団法人 立体駐車場工

　 業会） を 参照する こ と 。

パレ ッ ト

1 4 0 c m 以上

1 7 0 c m 以上

非常口
 9 0 c m 以上

9 0 c m 以上9 0 c m 以上

1 7 0 c m 以上

1 4 0 c m 以上 1 4 0 c m 以上

1 7 0 c m 以上

非常口
 9 0 c m 以上

9 0 c m 以上9 0 c m 以上

1 7 0 c m 以上

1 4 0 c m 以上

機械式駐車場に車いす使用者用

　 　 　 　 　 　  駐車施設を 設けた例

《 コ ラ ム 》
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【 基本的考え方】

だれでも が、 目的の場所に容易に到達でき るよう 、 標識を設置する。 標識の設置にあたっ ては、

だれでも が見やすい高さ 及び位置に設置し 、 車椅子使用者、 視覚障害者等の通行の妨げと なら な

いよう 、 設置高さ 、 位置等について配慮する。

また、 表示さ れている内容を 読み取るこ と が難し いこ と も あるため、 知的障害、 発達障害、 精

神障害のある人にと っ ても 、 統一さ れたデザイ ンによる表示は有効である。

■整備基準（ 規則で定めた基準）

整備基準（ 遵守基準） 整備基準（ 努力基準）

移動等円滑化の措置がと ら れたエレ ベータ ーその他の

昇降機、 便所又は駐車施設の付近には、 それぞれ、 当該

エレ ベータ ーその他の昇降機、 便所又は駐車施設がある

こ と を 表示する 次に掲げる 要件に該当する 標識を 設けな

ければなら ない。

同左

[1 ]　 高齢者、 障害者等の見やすい位置に設ける こ と 。 [1 ]　 同左

[2 ]　 表示すべき 内容が容易に識別でき る こ と （ 当該内容が

日本工業規格 Z 8 2 1 0 に定めら れている と き は、 こ れに

適合する こ と 。）。

[2 ]　 同左

■整備基準の解説

●　 エレベータ ー、 特殊な構造又は使用形態のエレベータ ーその他の昇降機、 車椅子

使用者用便房、 だれでもト イレ、 オスト メ イト 用汚物流し を設けた便房及び車椅子

使用者用駐車施設の付近には、 標識を設置する。

→【 図12 .1 】 参照

⑴表示位置 ●　 標識は、 車椅子使用者にも 見やすい位置・ 高さ に取り 付ける。

●　 突出型又はつり 下げ型の標識を 設ける場合は、 視覚障害者等の支障と なら ない

位置（ 高さ 2 0 0 cm 以上） に設ける。

→【 図12 .2 】

　 【 図12 .3 】 参照

⑵表示内容 ●　 表示内容が JIS Z  8 2 1 0 に定めら れていると き は、 こ れに適合さ せる。

●　 文字や記号が大き く 太い書体や図を 用いるなど分かり やすいデザイ ンと し 、 地

板の色と コ ント ラ スト をつける。

●　 施設の利用者の状況を 踏まえて、 子供や外国人にも 分かるよ う に、 ふり 仮名や

外国語を 併記する。 その場合、 遠く から でも 見えやすいよう 、 文字の大き さ 等に

配慮する。

●　 逆光又は反射グレ アが生じ ないよう に、 仕上げや、 設置位置、 照明に配慮する。

（ グレ アと は、 必要な照度が維持さ れていても 、 周囲と の輝度対比で見えにく く

なる現象）

→P6 31・ 6 3 2

　 参照

その他の

　 注意事項

●　 一般便所及び子育て支援環境（ ベビーチェ ア等・ ベビーベッ ド 等・ 授乳及びおむ

つ交換ができる場所） の付近には、 標識を設置する。

●　 車椅子使用者用駐車施設から 利用居室等までの経路についての誘導表示を設け

る。

→P63 2 参照

→｢⑪駐車場｣参照

■望まし い整備

建築物（ 共同住宅等以外） の望まし い整備に準ずる。 →P13 9 参照

⑫標識

⑫標識
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《 　 参　 考　 図　 》

200cm以上

200cm以上

23m 7m

12m

■誘導サイ ン （ つり 下げ型等の形式）

① エレベータ ー ② 上り エスカ レータ ー

③ だれでも ト イ レ

① エレベータ ー ② 上り エスカ レ ータ ー

③ だれでも ト イ レ ④ 車いす使用者用便房

■位置サイ ン

男女共用

身体障害者 ・ オストメイト ・ 乳幼児

用の設備を備えています

身体障害者用の

設備を備えています

12m
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【 基本的考え方】

だれでも が円滑に目的地へ到達でき るよう 、 住棟の状況に応じ た案内設備を 分かり やすい位置

に設置する。 案内板等の設置にあたっ ては、 高齢者、 障害者等が見やすく 、 かつ視覚障害者の通

行の妨げになら ないよ う 、 設置位置や高さ 等について配慮する。 また、 視覚障害者にと っ ては、

照明や採光も 位置を特定するこ と に有効なので、 あわせて配慮する。

■整備基準（ 規則で定めた基準）

整備基準（ 遵守基準） 整備基準（ 努力基準）

[1 ]  建築物又はその敷地には、 当該建築物又はその敷地内

の移動等円滑化の措置がと ら れたエレ ベータ ーその他の

昇降機、 便所又は駐車施設の配置を 表示し た案内板その

他の設備を設けなければなら ない。 ただし 、当該エレ ベー

タ ーその他の昇降機、 便所又は駐車施設の配置を 容易に

視認でき る場合は、 こ の限り でない。

[1 ]　 同左

[2 ]　 建築物又はその敷地には、 当該建築物又はその敷地内

の移動等円滑化の措置がと ら れたエレ ベータ ーその他の

昇降機又は便所の配置について、 次に掲げる 方法によ り 、

視覚障害者に示すための設備を 設けなければなら ない。

[2 ]　 同左

⑴　 文字等の浮き 彫り ⑴　 同左

⑵　 音によ る 案内 ⑵　 同左

⑶　 点字及び (1 ) 又は (2 ) に類するも の ⑶　 同左

[3 ]　 案内所を 設ける 場合には、 [1 ] 及び [2 ] の規定は適用

し ない。

[3 ]　 同左

■整備基準の解説

⑴案内板等 ●　 エレベータ ー、 特殊な構造又は使用形態のエレベータ ーその他の昇降機、 車椅子

使用者用便房、 だれでもト イレ、 オスト メ イト 用汚物流し を設けた便房及び車椅子

使用者用駐車施設の配置を 表示し た案内板等を、 共同住宅等内の主要な出入口付

近に設ける。

→【 図13 .1】

　 【 図13 .2 】 参照

⑵視覚障害

　 者のための

　 設備

●　 エレ ベータ ー、 特殊な構造又は使用形態のエレ ベータ ーその他の昇降機、 車椅

子使用者用便房及びだれでも ト イ レ の配置を、 以下の方法によ り 視覚障害者に示

すための設備を共同住宅等内の主要な出入口付近に設ける。

①　 文字等の浮き 彫り 　 　 　 　 　 　 ②　 音による案内

③　 点字及び①②に類するも の

→【 図13 .2 】 参照

その他の

　 注意事項

●　 案内板に表示する図記号（ ピクト グラ ム） は、 エレベータ ーその他の昇降機、 便

所、 駐車施設等と し 、 JIS Z  8210 に定めら れていると きは、 こ れに適合するこ と 。

●　 点字については、 JIS T 0921 に準じ 、 墨字を併記する。

●　 触知案内板については、 JIS T 0922 に準ずる。

→P6 3 1・ 6 3 2 参照

→P6 16・ 617 参照

→P6 18 ～6 2 0 参照

■望まし い整備

建築物（ 共同住宅等以外） の望まし い整備に準ずる。 →P14 3 参照

⑬案内設備

⑬案内設備
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⑬案内設備
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【 基本的考え方】

道等から 視覚障害者のための案内設備までの経路のう ち 1 以上は、 視覚障害者が円滑に移動で

き る経路と し 、 視覚障害者誘導用ブロッ ク や音声等で誘導する。 また、 視覚に代わる情報伝達方

式は複数の方法を併用するこ と が望まし い。

■整備基準（ 規則で定めた基準）

整備基準（ 遵守基準） 整備基準（ 努力基準）

ー [1 ]　 道等から 13 の項 [2 ] の規定による設備又は 13 の項 [3 ]

の規定による案内所までの経路は、 そのう ち１ 以上を、 視

覚障害者が円滑に利用できる経路（ 以下こ の項において「 視

覚障害者移動等円滑化経路等」 と いう 。） にし なければな

ら ない。 ただし 、 次に掲げる場合においては、 こ の限り で

ない。

ー ⑴　 建築物の内にある 当該建築物を 管理する 者等が常時

勤務する 案内所から 直接地上へ通ずる 出入口を 容易に

視認でき、 かつ、 道等から 当該出入口までの経路が [2 ]

に定める基準に適合するも のである場合

ー [2 ]　 視覚障害者移動等円滑化経路等は、 次に掲げる も ので

なければなら ない。

ー ⑴　 視覚障害者移動等円滑化経路等に、 視覚障害者の誘

導を行う ために、 線状ブロッ ク 等及び点状ブロッ ク 等を

適切に組み合わせて敷設し 、 又は音声その他の方法に

より 視覚障害者を誘導する設備を設けるこ と 。

ー ⑵　 視覚障害者移動等円滑化経路等を 構成する 敷地内の

通路の次に掲げる 部分には、 視覚障害者に対し 警告を

行う ために、 点状ブロッ ク 等を敷設するこ と 。

ー [ ｱ ]　 車路に近接する部分

ー [ ｲ ]　 段がある部分の上下端に近接する部分又は傾斜が

ある部分の上端に近接する部分（ 次に掲げる部分は

除く 。）

ー ア　 勾配が 1 /2 0 を 超え な い傾斜がある 部分の上

端に近接するも の

ー イ 　 高さ が 1 6 cm を 超え ず、 かつ、 勾配が 1 /1 2

を 超え ない傾斜がある 部分の上端に近接する も

の

ー ウ　 段がある 部分若し く は傾斜がある 部分と 連続

し て手すり を 設ける踊り 場等

⑭案内設備までの経路

⑭案内設備までの経路
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■整備基準の解説

視覚障害者

移動等円滑

化経路等

○　 道等から 視覚障害者のための案内設備又は案内所までの経路は、 そのう ち 1 以

上を視覚障害者が円滑に利用できる経路と する。

○　 建築物内にある案内所（ 管理人等が常時勤務するも の） から 直接地上へ通ずる出

入口が容易に視認できると きは、 道等から 当該出入口までのみを視覚障害者移動等

円滑化経路等と するこ と ができる。

○　 視覚障害者が移動の方向や経路を認識し やすいこ と 、 および一般の歩行動線と 著

し く 異なら ないよう に配慮する。

→【 図14 .1】 参照

誘導 ○　 視覚障害者移動等円滑化経路等には、 でき る だけ分かり やすい経路と なるよ う

に線状ブロッ ク 等を直進で敷設する こ と を原則と する。 ただし 、 敷地の状況等に

よ り 直進で敷設でき ない場合は、 線状ブロ ッ ク 等・ 点状ブロ ッ ク 等を 適切に組み

合わせて敷設するか、 音声その他の方法により 視覚障害者を誘導する。

→【 図14 .1】 参照

（ 視覚障害者

用誘導ブロ

ッ ク ）

○　 風除室内は、 風除室の形状や建築物の状況、 利用者の特性に応じ て、 線状ブロッ

ク 等・ 点状ブロッ ク 等の敷設を考慮する。

○　 視覚障害者誘導用ブロッ ク は JIS T 9251 による形状のも のを使用する。

①　 注意喚起をする点状ブロッ ク

②　 移動の方向を示す線状の突起のある線状ブロッ ク

○　 点状ブロッ ク 等は段差部分、 危険箇所の前面、 誘導方向が変化する部分などに敷

設する。

○　 線状ブロッ ク 等は、 誘導方向と 線状突起の方向を平行にし 、 連続し て敷設する。

○　 敷設幅は 30cm 以上と する。

○　 弱視者に配慮し 、 誘導用ブロッ ク の色は、 黄色を原則と するが、 白や薄いグレー

の床に黄色の誘導用ブロッ ク を敷設し た場合は見にく いため、 他の色を選択するな

ど、 周辺の色と の明度差、 輝度比などに配慮する必要がある。

○　 誘導用ブロッ ク と 周囲の床の仕上げと は少なく と も 輝度比 2 .0 以上確保する。

○　 敷設位置は、 壁・ 塀に近すぎないよう 余裕を確保し た位置と する。 また、 視覚障

害者が壁や塀、電柱等の路上施設等に衝突し ないよう 、敷設位置には十分注意する。

→【 図14 .2 】

　 【 図14 .3 】

　 【 図14 .4 】

　 【 図14 .5 】

　 P6 2 2 ～6 2 5

　 参照

（ 音声案内） ○　 音声その他の方法により 視覚障害者を 誘導する 設備の一例と し て、 音声誘導装

置（ 視覚障害者の持つ発信機等にセン サーが反応し て音声によ り 、 誘導、 案内を

行う 装置） が挙げら れる。

○　 必要に応じ 、 案内設備の位置等を知ら せるための誘導鈴を設ける。

○　 必要に応じ 、 音声又は放送による案内を行う 。

点状

ブロッ ク 等

○　 車路に近接する 部分、 段がある 部分の上下端又は傾斜がある部分の上端に近接

する部分には、 視覚障害者に対する警告用の点状ブロッ ク 等を敷設する。

○　 ただし 、 勾配が 1 /2 0 を 超えない傾斜がある 部分の上端に近接するも の、 高さ

が 1 6 cm を超えず、 かつ、 勾配が 1 /1 2 を超えない傾斜がある部分の上端に近接

するも の、 段がある 部分若し く は傾斜がある部分と 連続し て手すり を 設ける踊り

場等については、 こ の限り でない。

■望まし い整備

建築物（ 共同住宅等以外） の望まし い整備に準ずる。 →P14 8 参照

⑭案内設備までの経路
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　 連続し て敷設さ せる
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【 基本的考え方】

面的なバリ アフ リ ー化を 進めるため、 人の通行機能を 補完する歩行者デッ キ、 交通機関連絡通

路、 歩道状空地等、 不特定かつ多数の者の利用に供さ れる公開空地等のう ち公共的通路部分につ

いて整備する。 公共的通路は、 都市計画で定める都市再生特別地区内や建築基準法に基づく 総合

設計許可等により 設けら れる公開空地等のう ち専ら 人の通行の用に供する通路部分と し 、 高齢者、

障害者等を 含むすべての人が安全で円滑に通行でき るよう に配慮する。 なお、 公開空地等のう ち

公園的要素が強い広場部分については、 原則と し て適用し ないが、 公園編の整備基準に適合する

よう 整備するこ と が望まし い。 また、 計画に際し ては周辺の道路等と の連続性に配慮する。

なお、 公共的通路上にやむを 得ず段差が生じ る場合は、 階段、 傾斜路、 エレ ベータ ーその他の

昇降機を 組み合わせて設置し 、 高齢者や障害者等を 含むすべての人が円滑に利用でき るよう 、 分

かり やすい動線計画と する。

■整備基準（ 規則で定めた基準）

整備基準（ 遵守基準／努力基準）

公共的通路〔 都市計画法又は建築基準法の規定に基づき 建築物内及び当該建築物敷地内に設ける 公共の用に供する 空き

地のう ち 、 専ら 歩行者の通行に供する通路部分〕 の１ 以上は、 次に掲げる 構造と するこ と 。  

[1 ]　 歩道状空地、 屋外貫通通路、 歩行者デッ キ等の建築物外部の公共的通路に係る構造は、 次のも のと する。

⑴　 通路の幅は、 20 0cm 以上（ 都市計画、 許可等で別に定める 幅がある場合には、 当該幅以上） と し 、 通行に支障がな

い高さ 空間を確保するこ と 。

⑵　 通路面には段差を 設けないこ と 。 ただし 、 次に掲げる要件に該当する傾斜路又は６ の項若し く は７ の項に定める 基準

を満たすエレ ベータ ーその他の昇降機を設けている場合その他道路等の自然勾配が段に代わる傾斜路の勾配を上回る場

合等地形上やむを得ない場合は、 こ の限り でない。

[ ｱ ]　 手すり を設けるこ と 。

[ ｲ ]　 その前後の通路と の色の明度、色相又は彩度の差が大きいこ と により その存在を容易に識別できるも のと するこ と 。

[ ｳ ]　 幅は、 段に代わるも のにあっ ては 14 0 cm 以上、 段に併設するも のにあっ ては 90 cm 以上と するこ と 。

[ ｴ ]　 勾配は、 1/20 を超えないこ と 。

[ ｵ]　 高さ が 7 5cm を超えるも のにあっ ては、 高さ 7 5cm 以内ごと に踏幅が 150 cm 以上の踊り 場を設けるこ と 。

[ ｶ ]　 両側に側壁又は立ち上がり を設けるこ と 。

[ ｷ]　 傾斜路の始点及び終点には、 車椅子が安全に停止するこ と ができる平坦な部分を設けるこ と 。

⑶　 表面は、 粗面と し 、 又は滑り にく い材料で仕上げるこ と 。

⑷　 当該敷地外の道路又は公共的通路等に視覚障害者誘導用ブロッ ク が敷設さ れている場合には、 連続性を確保し て視覚

障害者誘導用ブロッ ク を 敷設するこ と 。 ただし 、 道路の歩道に沿っ て歩道状空地が設けら れている場合には、 当該歩道

状空地に視覚障害者誘導用ブロッ ク を敷設し ないこ と ができる。

⑸　 階段を設ける場合には、 次に掲げる構造の階段と するこ と 。

[ ｱ ]　 踊り 場を含めて、 両側に手すり を設けるこ と 。

[ ｲ ]　 踏面の端部と その周囲の部分と の色の明度、 色相又は彩度の差が大き いこ と により 段を 容易に識別でき るも のと

するこ と 。

[ ｳ ]　 段鼻の突き出し その他のつまずき の原因と なるも のを設けない構造と するこ と 。

[ ｴ ]　 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及び段がある部分の上下端に近接する踊り 場（ 2 50 cm 以下の直進の

も のを除く 。） の部分には、 視覚障害者に対し 警告を行う ために、 点状ブロッ ク 等を敷設するこ と 。

[ ｵ]　 主たる階段は、 回り 階段でないこ と 。 ただし 、 回り 階段以外の階段を設ける空間を確保するこ と が困難であると き

は、 こ の限り でない。

[ ｶ ]　 けあげの寸法は 18cm 以下、 踏面の寸法は 2 6cm 以上と するこ と 。

[ ｷ]　 階段の幅（ 当該階段の幅の算定に当たっ ては、 手すり の幅は 10 cm を 限度と し て、 ないも のと みな す。） は、

12 0cm 以上と するこ と 。

⑮公共的通路

⑮公共的通路
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[2 ]　 屋内貫通通路、 アト リ ウム、 地下鉄連絡通路等の建築物内部の公共的通路に係る構造は、 次のも のと する。

⑴　 通路部分の幅は、 2 00 cm 以上（ 都市計画、 許可等で別に定める幅がある 場合には、 当該幅以上） と し 、 当該部分の

天井の高さ を 25 0cm 以上と するこ と 。

⑵　 通路面には段差を設けないこ と 。 ただし 、 次に掲げる要件に該当する傾斜路又は６ の項若し く は７ の項に定める基準

を満たすエレ ベータ ーその他の昇降機を 設けている場合その他道路等の自然勾配が段に代わる傾斜路の勾配を上回る場

合等地形上やむを得ない場合は、 こ の限り でない。

[ ｱ]　 手すり を設けるこ と 。

[ ｲ ]　 その前後の通路と の色の明度、色相又は彩度の差が大きいこ と により その存在を容易に識別できるも のと するこ と 。

[ ｳ ]　 傾斜がある部分の上端に近接する通路の部分及び傾斜がある部分の上端に近接する踊り 場の部分には、 視覚障害

者に対し 警告を行う ために、 点状ブロッ ク 等を敷設するこ と 。 ただし 、 勾配が 1/2 0 を超えない傾斜がある部分の上

端に近接するも の、 高さ が 16 cm を 超えない傾斜がある 部分の上端に近接するも の、 又は直進で、 長さ が 25 0cm

以下の踊り 場に設けるも のについては、 こ の限り でない。

[ ｴ ]　 幅は、 段に代わるも のにあっ ては 14 0cm 以上、 段に併設するも のにあっ ては 9 0 cm 以上と するこ と 。

[ ｵ]　 勾配は、 1/12 を超えないこ と 。

[ ｶ ]　 高さ が 75 cm を超えるも のにあっ ては、 高さ 75 cm 以内ごと に踏幅が 15 0cm 以上の踊り 場を設けるこ と 。

[ ｷ]　 両側に側壁又は立ち上がり を設けるこ と 。

[ ｸ ]　 傾斜路の始点及び終点には、 車椅子が安全に停止するこ と ができる平坦な部分を設けるこ と 。

⑶　 表面は、 粗面と し 、 又は滑り にく い材料で仕上げるこ と 。

⑷　 道路又は建築物外の公共的通路等に視覚障害者誘導用ブロッ ク が敷設さ れている場合には、 連続性を確保し て視覚障

害者誘導用ブロッ ク を敷設するこ と 。

⑸　 階段を設ける場合には、 次に掲げる構造の階段と するこ と 。

[ ｱ]　 踊り 場を含めて、 両側に手すり を設けるこ と 。

[ ｲ ]　 踏面の端部と その周囲の部分と の色の明度、 色相又は彩度の差が大き いこ と により 段を 容易に識別でき るも のと

するこ と 。

[ ｳ]　 段鼻の突き出し その他のつまずきの原因と なるも のを設けない構造と するこ と 。

[ ｴ ]　 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及び段がある部分の上下端に近接する踊り 場（ 25 0cm 以下の直進の

も のを除く 。） の部分には、 視覚障害者に対し 警告を行う ために、 点状ブロッ ク 等を敷設するこ と 。

[ ｵ]　 主たる階段は、 回り 階段でないこ と 。 ただし 、 回り 階段以外の階段を設ける空間を確保するこ と が困難であると き

は、 こ の限り でない。

[ ｶ ]　 けあげの寸法は 18 cm 以下、 踏面の寸法は 26 cm 以上と するこ と 。

[ ｷ]　 階段の幅（ 当該階段の幅の算定に当たっ て は、 手すり の幅は 10cm を 限度と し て、 な いも のと みな す。） は、

120 cm 以上と するこ と 。

■整備基準の解説

●　 本項による整備対象と なる公共的通路は、 道路又は隣地の公共的通路から 敷地内

又は建築物内を経由し て道路又は隣地の公共的通路に通ずる経路部分に設ける 公

共的通路である。

有効幅 ●　 建築物外部及び内部に設ける 公共的通路の有効幅 2 0 0 cm は、 車椅子使用者同

士がより すれ違いやすい寸法である。

→【 図15 .1】 参照

通路面

　（ 段差） ●　 公共的通路部分には段差を設けない。 ただし 、やむを得ず段差が生じ る場合には、

傾斜路、 ｢⑥エレベータ ー及びその乗降ロビ ー｣、 ｢⑦特殊な構造又は使用形態のエ

レベータ ーその他の昇降機｣ を設ける。 なお、 傾斜路は、 屋外にあっ ては、 整備基

準 [1](2 )[ ア ] から [ キ ] に定めるも の、 屋内にあっ ては、 整備基準 [2 ](2 )[ ア ] か

ら [ ク ] に定めるも のと する。
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通路面

　（ 表面） ●　 砂利敷や段差のある石畳などは、 高齢者、 障害者等には移動し にく いのでできる

だけ避ける。

●　 床材は雨等により 濡れた状態でも 滑り にく い材料を用いる。

●　 通路面には原則と し て縦断する排水溝等を設けない。やむを得ず設ける場合には、

蓋等を設け、 車椅子使用者、 杖使用者の通行に支障がないも のと する。

通路面

　（ 誘導） ●　 視覚障害者誘導用ブロッ ク は、 道路その他の公共的通路と の接続部分の連続性

を考慮し て設ける。 なお、 設置方法は「 ⑭案内設備までの経路」 の整備基準の解説

「 視覚障害者誘導用ブロッ ク 」 によるも のと する。

●　 ただし 、 敷地外の歩道と 一体的に歩道上空地が設けら れている場合には、 視覚障

害者誘導用ブロッ ク を敷設し ないこ と ができる。

→【 図14 .4 】

　 【 図14 .5 】 参照

階段 ●　 階段を設ける場合には、 整備基準に規定する構造と する。

●　 階段下側の天井やさ さ ら 桁が低く なる部分では、 視覚障害者等が衝突する危険が

あるため、 柵やベンチ、 植栽、 点状ブロッ ク 等を適切に配置するなどの安全に配慮

し た措置を講ずる。

→【 図15 .2 】 参照

その他の

　 注意事項

●　「 公共的通路の 1 以上」 と は、 交通機関連絡通路、 歩行者デッ キ、 歩道状空地等

を各々複数設ける場合には、 原則と し て当該複数施設毎に 1 以上をこ の基準に適

合するよう に整備するこ と である。 なお、 当該敷地が枢要な地区にある場合や建築

物の配置計画等によっ ては、 高齢者、 障害者等の通行動線が同一施設でも 複数整

備する。 ただし 、 幅 200cm 未満の歩道状空地の場合や道路に歩道が設けら れてい

る場合等では、 本基準によら ないこ と ができる。

●　 公共的通路部分は公開空地等の整備や維持に担保性があるも のに限ら れ、 単に敷

地の庭を通路と し て任意に公開し た部分については本基準は適用し ない。 また、 公

開空地等でも 公共的通路以外の広場部分については、 本基準は適用し ない。

建築限界の

　 　 　 確保

●　 安心し て 通行で き る 歩行者空間を 確保する た め、 公共的通路は床から 高さ

2 5 0 cm 以上の空間を連続し て確保する。

→【 図15 .3 】 参照

■望まし い整備

建築物（ 共同住宅等以外） の望まし い整備に準ずる。 →P15 5 参照
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柵等

直進の踊り 場において長さ が250cmを超える場合、
又は折返し のある階段の踊り 場には、 点状ブロッ ク
を敷設する。
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